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第第1188号号のの刊刊行行にに当当たたっってて  

政策研究センターは、県庁の調査研究部署として、政策の企画立案や具体的施策

の遂行に資する調査・分析を幅広く行ってきました。2024年度は、「障害者支援施

設における意思決定支援」と「単独世帯の増加と家族形態の変化」の二つをテーマ

として調査研究を行いました。 

調査研究「意思決定支援～効果検証を通してみた施策の有効性と生活の幅を広げ

る外出支援の在り方」は、全国に先駆けて障害者支援施設における利用者の意思決

定支援に取り組んできた本県において、その全県への展開に向け、2023年度から２

年間にわたって実施したものです。本調査研究では、取組の効果を客観的に検証す

るとともに、施設利用者の生活の幅を広げる観点から、外出支援の在り方について

検討しました。 

また、この調査研究に関連して、意思決定支援について造詣が深い、神奈川県意

思決定支援専門アドバイザー・聖学院大学准教授の望月 隆之（もちづき たかゆき）

氏に御寄稿をいただきました。 

調査研究「単独世帯の増加と家族形態の変化に対応した施策の在り方」は、近年

単独世帯が増加する中で、様々な生活上のリスクに対して、従来の家族による支え

合いでは対応ができなくなってきたことを受けて実施したものです。本調査研究で

は、世帯に係るデータや単独世帯の増加に伴う課題等を整理し、県内の単身者の方

にインタビュー調査を実施した上で、施策への提案を行いました。 

連載「神奈川の知的資源」では、日本大学生物資源科学部博物館「骨の博物館」

を御紹介しています。 

本誌が、県内外の多くの方々にとって役立つものとなれば幸いです。 

なお、これまで14年間にわたって刊行を続けてきました政策研究センターの機関

誌は、今号をもって刊行を終了することになりました。これまで本誌をお読みいた

だいた皆様、調査研究に多大なるお力添えをいただいた関係者の皆様に感謝いたし

ます。 

2025年３月  

神奈川県 政策局 政策部 総合政策課長 馬淵 靖公 

  調査研究報告書１「意思決定支援」 
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調調査査研研究究報報告告書書１１  

意意思思決決定定支支援援～～効効果果検検証証をを通通ししててみみたた施施策策のの有有効効性性とと生生活活のの幅幅をを広広げげるる

外外出出支支援援のの在在りり方方  

神神奈奈川川県県政政策策研研究究セセンンタターー1  

  

【【要要  旨旨】】  

本調査研究の目的は、障害者支援施設における意思決定支援の全県展開に向け、本

県の取組の有効性を検証し、望ましい支援の在り方を明らかにすることである。 

本県の取組の背景には、2016年に県立障害者支援施設「津久井やまゆり園」で発生

した大変痛ましい事件がある。事件後に利用者一人ひとりの意思決定に対する個別支

援を積み重ね、県の事業として「７つの事業」が実施された。その後、2022年公布の

条例には意思決定支援の推進が規定され、2023年に県はガイドラインを発行した。 

本調査研究では、意思決定支援に係る取組の効果検証を行った。まず、「津久井やま

ゆり園」における県の「７つの事業」を対象に、ロジック・モデルによる因果関係の

明確化を行った。次に、県内の障害者支援施設に対してアンケート調査を実施したと

ころ、県版ガイドラインの「人間関係や社会関係を外へ広げる方向で支援すること（施

設内で完結しない）」に係る項目の実行度が低いことが判明した。また、意思決定支援

を全県に広げるため県内の施設を対象とした県の補助事業により、支援体制に係る項

目の実行度が有意に上昇したことが確認された（「差分の差分法」による分析）。 

さらに、事業レベルではなく個別支援レベルの効果を分析するため、津久井やまゆ

り園利用者の個別支援記録を対象に共起ネットワーク分析を行った。意思決定支援が

進むにつれて、利用者の意思を汲み取ろうとする段階から、利用者を「主体的存在」

と捉える段階へと推移したことがうかがえた。 

続いて、前述の施設アンケート調査の自由記述に着目したところ、今後、意思決定

支援の取組を進める上での方向性として、第三者の関わりの有効性やケアマネジメン

トの必要性等が導かれた。 

最後に、利用者の生活の幅を広げる観点から、外出支援に焦点を当て、施設へのヒ

アリング及び利用者への同行観察を実施したところ、外出を経験することで、外出に

関する意思表出が増えたことが確認された。この意思表出のためには、施設として社

会資源を活用する指針を示すことが有効である。また、外出経験が利用者の課題行動

を緩和することも確認された。さらに、利用者にとって刺激が相対的に弱い場所であ

る施設には、生活のリズムを整える場所としての役割が求められると考えられる。 

以上の検討から、意思決定支援の取組の有効性が確認された。その上で、施設職員

以外の第三者の存在を組み入れた支援が、意思決定支援の全県展開に向けて最も重要

な課題である。本調査研究を通して様々な課題が示されたが、それでも、社会体験を

伴う意思決定支援は、施設で暮らす利用者にとって重要な取組であると考える。 

 
1 本調査研究は、大澤 幸憲、齋藤 雅哉（特任研究員）、杉浦 幹男（特任研究員）、千田 恭平が主

に担当した（50 音順）。 
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第第１１章章  本本調調査査研研究究のの概概要要とと本本県県ににおおけけるる意意思思決決定定支支援援のの取取組組のの経経緯緯  

１１  本本調調査査研研究究のの概概要要  

本県では、障害者支援施設利用者が、自らの意思が反映された生活を送ることが

できるように、意思決定支援の取組を進めている。この意思決定支援について、「神

奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」（以下「条

例」という。）では、「障害者が自ら意思を決定すること（自己決定）が困難な場合

において、可能な限り自らの意思が反映された日常生活及び社会生活を送ることが

できるよう、自己決定を支援すること」2と定義されている。 

本調査研究の目的は、意思決定支援の全県展開に向け、県内民間障害者支援施設

の取組促進に役立てる3ため、意思決定支援に係る本県の取組の有効性を検証し、望

ましい支援の在り方を明らかにすることである。なお、調査研究は、政策研究セン

ター（以下「当センター」という。）と県福祉子どもみらい局共生推進本部室（以下

「共生推進本部室」という。）が連携し、2023年度から 2024年度にかけて実施した。 

2023年度は、EBPM（Evidence-based Policy Making、証拠に基づく政策立案）の

モデルケースとして4、意思決定支援に係る取組の効果検証を行った。EBPMとは、政

策運営において、政策課題の発見から、政策立案と実施、成果の検証までのつなが

りを、因果関係の明確化やデータによる検証等を行うことによって、根拠をより強

く意識するための仕掛け5と説明される。検証に当たっては、この EBPM の考え方と

方法論を、いくつかの領域に分けて適用し、評価を行った。 

また、2023年度に障害者支援施設を対象として検証を進める中で、特に人間関係

や社会関係を外へ広げる（施設内で完結しない）支援の実行度が低いことが判明し

た。しかし、利用者の生活の幅を広げることが、意思形成、意思表出及び意思実現

を促すことにもつながるという観点から、人間関係や社会関係を外へ広げる意思決

定支援は重要であると考えた。そこで、2024年度は、人間関係や社会関係を外へ広

げる支援の有効性に着目して、更に調査研究を進めた。併せて、全県展開に向けて

必要となる方策についても検討した。 

なお、本県の意思決定支援の取組は、県立障害者支援施設「津久井やまゆり園」

における取組が先駆けとなったが、障がいを持つ方々が様々な社会体験を積むこと

や支援に第三者の目が入ることは、暮らす場所が施設であるかにかかわらず、生活

の幅を広げる視点から重要であると捉え、本調査研究では、施設内での活動だけで

なく地域移行後までを視野に入れて考察を行った。 

 

 
2 条例第２条第３項参照 
3 条例第 11条では、「（略）施設への入所その他の障害者の福祉サービスの利用に際しては、障害

者の意思が反映されるよう配慮しなければならない。」と規定している。 
4 EBPM という表現は、データを基に新たな政策を立案するという場面でも用いられるが、本調査

研究は、実施中の施策についてデータを基に評価を行ったものである。 
5 神奈川県政策研究センター（2019）「「根拠に基づく政策運営」（Evidence-based Policy Making）

－EBPM の基本的な考え方と自治体の今後の対応－」『かながわ政策研究ジャーナル』第 13号、18

頁、[https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/cnt/f7282/p20190304.html] 

6　かながわ政策研究ジャーナル No.18　2025.3
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本調査研究の概要は上述のとおりであるが、ここからは第２章以降の本報告書の

構成について概観する。 

第２章～第５章では、意思決定支援に係る県の取組の効果検証を行った。第２章

では、検証に先立ち現状を把握するため、県が実施した津久井やまゆり園利用者の

意思決定支援に係る「７つの事業」を対象に、事業によって得られた成果を明確化

するため、ロジック・モデルを作成した。ここから、津久井やまゆり園での「実践

知」が、７つのポイントに集約されることが確認された。 

第３章及び第４章では、県内の障害者支援施設に対してアンケート調査を実施し

た。第３章では、本県のガイドラインで意思決定支援の実践に当たって支援者が達

成できているかを踏まえることとされている「７つのポイント」の実行度を把握し

た。第４章では、施設に対する県の補助事業実施の効果を明らかにするため、補助

事業実施施設と非実施施設の双方について事業実施期間前後に計２回実施した施

設アンケートの結果を、「個体間の差」と「時点間の差」に着目して因果効果を推定

する「差分の差分法」（Difference in Differences）により分析した。 

第５章では、事業レベルではなく個別支援レベルの効果を分析するため、意思決

定支援に取り組んだことによる支援職員の変化を明らかにした。具体的には、津久

井やまゆり園利用者の意思決定支援に係る県の記録を対象に、テキスト分析（共起

ネットワーク分析）を行った。 

第６章では、前章までの分析を受けて意思決定支援の全県展開に向けた課題を把

握するため、施設アンケートにおける自由記述について内容の整理を行った。 

第７章では、特に生活の幅を広げるための外出支援に注目し、障害者支援施設に

対するヒアリング調査及び同行観察調査の結果から、意思決定支援において重要な

ことは何かを検討した。 

最後に第８章では、本調査研究の結果に基づき、意思決定支援の全県展開に向け

た方策を提案し、意思決定支援の意義について総括した。 

なお、本調査研究には、利用者への個別支援に係る記録の分析や利用者の外出へ

の同行観察が含まれるため、調査研究の実施に当たっては倫理的配慮を行った。具

体的な内容は、第５章及び第７章の脚注に記した。また、関係者のプライバシー保

護等を考慮し、本文中では適宜アンケートの回答や当事者の言動に係る表現に修正

を加えている。 

２２  本本県県ににおおけけるる意意思思決決定定支支援援のの取取組組のの経経緯緯  

ここでは、本県における意思決定支援の取組の経緯を振り返る。 

（（１１））  成成立立期期66：：津津久久井井ややままゆゆりり園園利利用用者者のの意意思思決決定定支支援援のの取取組組かからら条条例例制制定定ままでで  

本県の意思決定支援の取組は、「津久井やまゆり園」利用者が施設入所や地域

生活移行など生活の場の選択を迫られる中、本人の意思決定を支援する実践の

中で形作られたものである7。 

 
6 2016 年～2022 年 
7 取組の概要については、神奈川県ホームページ[https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/info

_ishi_tukui.html]（2024 年９月 19日閲覧）で公表している。 
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取組の背景には、2016年７月に津久井やまゆり園で発生した大変痛ましい事

件8がある。2017年 10月に県が公表した「津久井やまゆり園再生基本構想」9で

は、事件発生後の利用者の生活の場について、選択の幅を広げ、一人ひとりが

その人らしく暮らすことができる環境を提供することが課題とした上で、課題

解決のために取り組むべき事項の一つとして「利用者の意思決定支援」が挙げ

られ、県として取組を開始した。  

この取組では、施設職員による 125 名の利用者一人ひとりに対する個別支援

が積み重ねられながら、県の事業として「７つの事業」（【図表１－１】）が実施

された。 

【【図図表表１１－－１１】】意意思思決決定定支支援援にに係係るる「「７７つつのの事事業業」」  

個別事業 概要 実施年度 

事業１：意思決定支援チ

ーム責任者業務委託 

利用者と契約している指定特定相談支援事業所に意思

決定支援チームの責任者として必要となる業務を委託 

2018 

～2022 

事業２：意思決定支援チ

ームメンバー研修 

意思決定支援チームのメンバー等に対して意思決定支

援の取組に関する研修を実施 

2018 

～2022 

事業３：意思決定支援専

門アドバイザー派遣 

意思決定支援チームに法律の専門家、権利擁護・地域生

活支援に関する有識者、相談支援に精通する実践的な指

導者をアドバイザーとして派遣 

2018 

～2022 

事業４：意思決定支援専

門職員業務委託 

津久井やまゆり園利用者の意思決定支援の進捗管理、課

題や解決策の検討などの業務を委託 

2018 

～2021 

事業５：社会体験支援補

助 

利用者と契約している居宅介護事業所等が、外出等の

施設内では出来ない個別の社会体験を支援（ヘルパー

等が同行）した場合、人件費相当額を補助 

2021 

～2022 

事業６：意思決定支援関

係性構築事業10 

（お友達事業） 

利用者と大学生等の第三者が友人関係のような対等な

立場で交流することで、利用者の人間関係を広げ、意思

の形成や意思の表出を支援 

2020 

～2022 

事業７：指定一般相談支

援事業所補助 

利用者と契約している指定一般相談支援事業所が新た

に地域移行支援事業所を配置した場合に、人件費相当額

を補助 

2018 

～2021 

表：当センター作成 

これにより、利用者ごとに施設職員だけでなく、外部機関もメンバーとする

意思決定支援チームが結成され、利用者に対してチームによる支援が行われた。

「７つの事業」は、いずれもこの支援チームの体制作りとチームを機能させる

ことで、施設職員による利用者への個別支援を支えるものである。 

このような津久井やまゆり園利用者に対する足掛け７年間の取組で得られた

 
8 事件の詳細については、神奈川県ホームページ[http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dn6/cnt/f

535096/]（2024 年９月 19 日閲覧）で公表している。 
9 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/61974/898509.pdf 
10 後に「施設入所者個別交流促進事業」に改称。 
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取組の背景には、2016年７月に津久井やまゆり園で発生した大変痛ましい事
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【【図図表表１１－－１１】】意意思思決決定定支支援援にに係係るる「「７７つつのの事事業業」」  
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事業５：社会体験支援補

助 

利用者と契約している居宅介護事業所等が、外出等の

施設内では出来ない個別の社会体験を支援（ヘルパー

等が同行）した場合、人件費相当額を補助 

2021 

～2022 

事業６：意思決定支援関

係性構築事業10 

（お友達事業） 

利用者と大学生等の第三者が友人関係のような対等な

立場で交流することで、利用者の人間関係を広げ、意思

の形成や意思の表出を支援 

2020 

～2022 

事業７：指定一般相談支

援事業所補助 

利用者と契約している指定一般相談支援事業所が新た

に地域移行支援事業所を配置した場合に、人件費相当額

を補助 

2018 

～2021 

表：当センター作成 

これにより、利用者ごとに施設職員だけでなく、外部機関もメンバーとする

意思決定支援チームが結成され、利用者に対してチームによる支援が行われた。

「７つの事業」は、いずれもこの支援チームの体制作りとチームを機能させる

ことで、施設職員による利用者への個別支援を支えるものである。 

このような津久井やまゆり園利用者に対する足掛け７年間の取組で得られた

 
8 事件の詳細については、神奈川県ホームページ[http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dn6/cnt/f

535096/]（2024 年９月 19 日閲覧）で公表している。 
9 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/61974/898509.pdf 
10 後に「施設入所者個別交流促進事業」に改称。 
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知見の蓄積から、本県における意思決定支援の仕組みや方針が明確化された。

そして、2022 年 10 月 21 日に前述の条例が公布された。条例では、「意思決定

支援の推進」が規定され、意思決定支援の推進に関する必要な情報の提供、相

談及び助言等を行うための体制整備などを県の義務とした。  

（（２２））  全全県県展展開開期期1111：：令令和和５５年年度度意意思思決決定定支支援援実実践践研研修修事事業業費費補補助助  

2023年３月、県は「意思決定支援の全県展開」を進めるために、県内の障害

者支援施設に向けて「神奈川県版意思決定支援ガイドライン」12（以下「県版ガ

イドライン」という。）を作成した。 

これらを踏まえ、県は 2023年度に、県版ガイドラインに基づく意思決定支援

を実践する研修に取り組む障害者支援施設を対象として意思決定支援実践研修

事業費補助（以下「補助事業」という。）を創設した。なお、この補助事業は、

施設における研修として位置付けた上で、県版ガイドラインに基づく意思決定

支援の実践に対して人件費を補助する事業である。 

   

 
11 2023 年～ 
12 詳細については、神奈川県ホームページ[https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/ishikette

i1.html]（2024 年９月 19 日閲覧）で公表している。 
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第第２２章章  津津久久井井ややままゆゆりり園園ににおおけけるる意意思思決決定定支支援援のの成成立立にに至至るる事事業業のの整整理理  

検証を始めるに当たって、まずは成立期に県が実施した津久井やまゆり園利用者

の意思決定支援に係る「７つの事業」を対象に、ロジック・モデル13による因果関係

の明確化を行った。 

１１  ロロジジッックク・・モモデデルルににつついいてて  

ロジック・モデルは、事業の一連の流れを「投入」「活動」「結果」「成果」などに

分解し、どのような道筋で目的が実現されるかを図式化するものである（【図表２－

１】）。 

【【図図表表２２－－１１】】一一般般的的ななロロジジッックク・・モモデデルル  

図：当センター作成 

「７つの事業」のロジック・モデルを作成して、意思決定支援の成果につながる

因果関係を明確化することにより、終了した事業全体によって得られた成果（アウ

トカム）に対し、どの個別事業が最も効果的であったか、あるいは、複数の個別事

業の相乗効果によるものかを図式化した。なお、ロジック・モデルは事業実施前の

評価にも使用されるが、今回は、すでに実施された事業について、事後的に整理す

るためにロジック・モデルを用いた。 

２２  ロロジジッックク・・モモデデルルのの作作成成  

ロジック・モデルの作成に当たっては、各種報告書及び既存資料の分析並びに意

思決定支援に係る県の事業に携わった共生推進本部室職員への聞き取りを行った

ほか、実際に津久井やまゆり園の現場を確認した。 

「７つの事業」それぞれのロジック・モデル図を基に図式化した総括図は【図表

２－２】のとおりである。「事業」の列には、「７つの事業」（ア～キ）に「受け皿の

整備」（ク）を加えた８つの事業を示している14。「アウトカム」の列の左側には、「施

設の体制整備」や「チーム支援」のように、それぞれの事業で得られたアウトカム

を太枠で示している。その右側の列には、最終的にこれらのアウトカムが「７つの

ポイント」に関係付けられることを示している。さらに、どの事業がどのアウトカ

ムにつながっているかは矢印で示し、特に重要と考えたつながりを太い矢印で示し

ている。なお、「７つのポイント」は県版ガイドラインに記載され、意思決定支援の

実践に当たって支援者が達成できているかを踏まえることとされている項目で、そ

 
13 神奈川県政策研究センター（2019）「「根拠に基づく政策運営」（Evidence-based Policy Making）

－EBPM の基本的な考え方と自治体の今後の対応－」『かながわ政策研究ジャーナル』第 13 号、41

頁、[https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/cnt/f7282/p20190304.html] 
14 「７つの事業」は「津久井やまゆり園意思決定支援推進事業費」、「津久井やまゆり園意思決定

支援推進事業費補助」、「津久井やまゆり園再生地域交流モデル構築事業費」に該当し、その他津

久井やまゆり園の意思決定支援に係る事業である「障害者グループホーム設置促進事業費補助」、

「障害者グループホームバックアップ推進事業費補助」又は「障害者グループホーム生活支援員

加配事業費補助」に該当するものは「受け皿の整備」としてまとめて整理した。 
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第第２２章章  津津久久井井ややままゆゆりり園園ににおおけけるる意意思思決決定定支支援援のの成成立立にに至至るる事事業業のの整整理理  

検証を始めるに当たって、まずは成立期に県が実施した津久井やまゆり園利用者

の意思決定支援に係る「７つの事業」を対象に、ロジック・モデル13による因果関係

の明確化を行った。 

１１  ロロジジッックク・・モモデデルルににつついいてて  

ロジック・モデルは、事業の一連の流れを「投入」「活動」「結果」「成果」などに

分解し、どのような道筋で目的が実現されるかを図式化するものである（【図表２－

１】）。 

【【図図表表２２－－１１】】一一般般的的ななロロジジッックク・・モモデデルル  

図：当センター作成 

「７つの事業」のロジック・モデルを作成して、意思決定支援の成果につながる

因果関係を明確化することにより、終了した事業全体によって得られた成果（アウ

トカム）に対し、どの個別事業が最も効果的であったか、あるいは、複数の個別事

業の相乗効果によるものかを図式化した。なお、ロジック・モデルは事業実施前の

評価にも使用されるが、今回は、すでに実施された事業について、事後的に整理す

るためにロジック・モデルを用いた。 

２２  ロロジジッックク・・モモデデルルのの作作成成  

ロジック・モデルの作成に当たっては、各種報告書及び既存資料の分析並びに意

思決定支援に係る県の事業に携わった共生推進本部室職員への聞き取りを行った

ほか、実際に津久井やまゆり園の現場を確認した。 

「７つの事業」それぞれのロジック・モデル図を基に図式化した総括図は【図表

２－２】のとおりである。「事業」の列には、「７つの事業」（ア～キ）に「受け皿の

整備」（ク）を加えた８つの事業を示している14。「アウトカム」の列の左側には、「施

設の体制整備」や「チーム支援」のように、それぞれの事業で得られたアウトカム

を太枠で示している。その右側の列には、最終的にこれらのアウトカムが「７つの

ポイント」に関係付けられることを示している。さらに、どの事業がどのアウトカ

ムにつながっているかは矢印で示し、特に重要と考えたつながりを太い矢印で示し

ている。なお、「７つのポイント」は県版ガイドラインに記載され、意思決定支援の

実践に当たって支援者が達成できているかを踏まえることとされている項目で、そ

 
13 神奈川県政策研究センター（2019）「「根拠に基づく政策運営」（Evidence-based Policy Making）

－EBPM の基本的な考え方と自治体の今後の対応－」『かながわ政策研究ジャーナル』第 13 号、41

頁、[https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/cnt/f7282/p20190304.html] 
14 「７つの事業」は「津久井やまゆり園意思決定支援推進事業費」、「津久井やまゆり園意思決定

支援推進事業費補助」、「津久井やまゆり園再生地域交流モデル構築事業費」に該当し、その他津

久井やまゆり園の意思決定支援に係る事業である「障害者グループホーム設置促進事業費補助」、

「障害者グループホームバックアップ推進事業費補助」又は「障害者グループホーム生活支援員

加配事業費補助」に該当するものは「受け皿の整備」としてまとめて整理した。 

 

 

 

  調査研究報告書１「意思決定支援」 
 

かながわ政策研究ジャーナル No.18 2025.3 11 
 

 

れぞれの内容は次のとおりである。 

 

【図表２－２】意思決定支援に係る「７つの事業」のロジック・モデル 

※ チーム支援には「個別のチームを動かす」（ウ）と「意思決定支援全体をけん引する」 

（オ）の要素が含まれる。 

図：当センター作成 

３３  ロロジジッックク・・モモデデルルのの解解釈釈  

前項の【図表２－２】で示した各事業とアウトカムのつながりの中で、「相談支援

事業所（指定特定）委託」及び「アドバイザー派遣」が、チーム支援につながった

こと、「お友達事業」が作り出す弱い紐帯が、人間関係の拡大につながったこと、「社

会体験支援補助」により実施される施設外でなければできない経験が、社会関係の

拡大につながったことが特に注目できる。 

また、上記のつながりを「７つのポイント」との関係で整理すると、「相談支援事

業所（指定特定）委託」及び「アドバイザー派遣」は「④本人を中心としたチーム

で検討（模索）し続けること」、「お友達事業」及び「社会体験支援補助」は「⑥人

間関係や社会関係を外へ広げる方向で支援すること（施設内で完結しない）」に対応

するといえる。このように、津久井やまゆり園で積み重ねられた事業レベルでの実

践知が７つのポイントに集約されたことがロジック・モデルにより確認された。  

参考：「７つのポイント」 
①本人中心に支援をすること（支援者目線ではない） 
②本人を知ること、理解すること 
③本人が安心して意思を表明する環境（ソフト面、ハード面）を整えること 
④本人を中心としたチームで検討（模索）し続けること 
⑤第三者の視点を導入すること（客観性の担保） 
⑥人間関係や社会関係を外へ広げる方向で支援すること（施設内で完結しない） 
⑦施設全体で取り組むこと 

<７つのポイントとの対応>
アウトカム事業

オ：アドバイザー派遣（支援チームの外部の構成員）
【事業３：意思決定支援専門アドバイザー派遣】

イ：支援チーム向け研修
【事業２：意思決定支援チームメンバー研修】

ア：津久井やまゆり園利用者支援担当職員（内部職員）
【事業４：意思決定支援専門職員業務委託】

ウ：相談支援事業所(指定特定)委託（チーム責任者）
【事業１：意思決定支援チーム責任者業務委託】

エ：相談支援事業所(指定一般)補助
【事業７：指定一般相談支援事業所補助】

キ：社会体験支援補助（外部ヘルパー）
【事業５：社会体験支援補助】

カ：お友達事業
【事業６：意思決定支援関係性構築事業】

ク：グループホームなど受け皿の整備
（GH設置促進、バックアップ推進、加配）

施設の体制整備

弱い紐帯

社会への情報発信

選択の幅を広げる（２）
＝社会関係の拡大

外部の視点

不適切支援防止

チーム支援※
④本人を中心としたチームで検討(模
索)し続けること

（意思決定支援の前提となる
利用者の権利擁護、施設職員
の意識変革）

⑤第三者の視点を導入すること
(客観性の確保)

⑥人間関係や社会関係を外へ広げ
る方向で支援すること
（施設内で完結しない）

③本人が安心して意見を表明する
環境（ソフト面、ハード面）を整える
こと

（意思決定支援に対する
社会の理解醸成）（社会資源＝受け皿の整備）

（制度的に使うべき資源）

国の制度の補強

⑦施設全体で取り組むこと

選択の幅を広げる（１）
＝人間関係の拡大

ア

（相談支援員）

（専門家）

（お友達）

（対等な関係性
の構築）

施設でできない経験

(チーム責任者
＝キーパーソン)

①本人中心に支援すること
(支援者目線ではない）
②本人を知ること、理解すること個別支援

（外部ヘルパー）

カ

オ
ウ

オ

キ
ク

カ

オ
ウ
イ

カ
キ

� かながわ政策研究ジャーナル No.18�2025.3　11

 
P11 図表２－２ 

 

 
 
 
  

                                                                               

<７つのポイントとの対応>
アウトカム事業

オ：アドバイザー派遣（支援チームの外部の構成員）
【事業３：意思決定支援専門アドバイザー派遣】

イ：支援チーム向け研修
【事業２：意思決定支援チームメンバー研修】

ア：津久井やまゆり園利用者支援担当職員（内部職員）
【事業４：意思決定支援専門職員業務委託】

ウ：相談支援事業所(指定特定)委託（チーム責任者）
【事業１：意思決定支援チーム責任者業務委託】

エ：相談支援事業所(指定一般)補助
【事業７：指定一般相談支援事業所補助】

キ：社会体験支援補助（外部ヘルパー）
【事業５：社会体験支援補助】

カ：お友達事業
【事業６：意思決定支援関係性構築事業】

ク：グループホームなど受け皿の整備
（GH設置促進、バックアップ推進、加配）

施設の体制整備

弱い紐帯

社会への情報発信

選択の幅を広げる（２）
＝社会関係の拡大

外部の視点

不適切支援防止

チーム支援※
④本人を中心としたチームで検討(模
索)し続けること

（意思決定支援の前提となる
利用者の権利擁護、施設職員
の意識変革）

⑤第三者の視点を導入すること
(客観性の確保)

⑥人間関係や社会関係を外へ広げ
る方向で支援すること
（施設内で完結しない）

③本人が安心して意見を表明する
環境（ソフト面、ハード面）を整える
こと

（意思決定支援に対する
社会の理解醸成）（社会資源＝受け皿の整備）

（制度的に使うべき資源）

⑦施設全体で取り組むこと

選択の幅を広げる（１）
＝人間関係の拡大

ア

（相談支援員）

（専門家）

（お友達）

施設でできない経験

(チーム責任者
＝キーパーソン)

①本人中心に支援すること
(支援者目線ではない）
②本人を知ること、理解すること個別支援

（外部ヘルパー）

カ

オ
ウ

オ

キ
ク

カ
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カ
キ

国の制度の補強
（対等な関係性
の構築）
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第第３３章章  県県内内施施設設ににおおけけるる意意思思決決定定支支援援のの取取組組のの現現状状 

１１  調調査査のの概概要要  

 本県では先述のとおり、意思決定支援を全県に広げるため、2023年度に補助事業

を実施した。そこで、障害者支援施設を対象としてアンケート調査を実施し、この

補助事業が補助対象施設における意思決定支援の取組に与えた効果を検証した。 

 効果検証の対象となる補助事業は、県内障害者支援施設の職員に実践研修15を実

施し、意思決定支援の具体的な支援方法等を習得させることを目的とする。その実

践に当たっては、職員がチーム作りのために関係者と打合せをするなど通常の業務

以上の対応が必要になることから、代替職員の人件費及び時間外労働に係る経費を

補助する事業となっている。 

第４章では「差分の差分法」を適用して効果検証を行うが、本章ではそれに先立

ち、２回にわたって実施したアンケート（以下「施設アンケート」という。）の回答

を基に、意思決定支援に係る行動の実行度等から意思決定支援の取組の現状を記述

する。 

２２  施施設設アアンンケケーートトのの概概要要  

（（１１））  調調査査対対象象施施設設のの設設定定  

調査実施時点で県内には 88 の障害者支援施設があり、補助事業を行う 16 施

設のすべてを調査対象とした。ただし、そのうちの指定管理施設４施設は、他

の施設と規模や利用者の属性等の条件が異なるため、この４施設を除く 12施設

を「介入群」とした。「対照群」は、「介入群」と同規模で補助事業を実施してい

ない 12施設を、施設利用者の障害支援区分や立地の地域性などを考慮して抽出

した16。調査対象施設は以上の合計 28施設である。  

（（２２））  回回答答者者のの設設定定  

県版ガイドラインは、障害者支援施設の職員（管理者、サービス管理責任者

及び生活支援員）の３職種を対象としており、障害者支援施設における立場が

異なることから、管理者編、サービス管理責任者編及び生活支援員編の３編で

構成されている。そこで、本アンケート調査では、調査対象施設ごとに、管理

 
15 いわゆる座学の講座ではなく、施設における意思決定支援の実践を研修と位置付けている。 
16 ランダム化比較試験（ＲＣＴ）とは異なるが、障がい福祉政策の観点からアンケートの対象と

する施設を無作為に選択することは適切でないため、連携して検証に取り組んだ共生推進本部室

の協力を得て対照群を設定した。 

参考：補助要件 

１ 県版ガイドラインに基づく実践研修を施設で実施すること 

２ 県及び意思決定支援専門アドバイザーの指導・助言等を受けること 

３ 利用者３名以上の意思決定支援を実践研修の対象とすること 

４ 補助事業終了後も申請日から３年間、県及び意思決定支援専門アドバイザーの指導・

助言等を受け、意思決定支援に取り組むこと 

５ 補助事業の活用者として施設の名称等の県ホームページ等での公開を承認すること 

12　かながわ政策研究ジャーナル No.18　2025.3
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第第３３章章  県県内内施施設設ににおおけけるる意意思思決決定定支支援援のの取取組組のの現現状状 

１１  調調査査のの概概要要  

 本県では先述のとおり、意思決定支援を全県に広げるため、2023年度に補助事業

を実施した。そこで、障害者支援施設を対象としてアンケート調査を実施し、この

補助事業が補助対象施設における意思決定支援の取組に与えた効果を検証した。 

 効果検証の対象となる補助事業は、県内障害者支援施設の職員に実践研修15を実

施し、意思決定支援の具体的な支援方法等を習得させることを目的とする。その実

践に当たっては、職員がチーム作りのために関係者と打合せをするなど通常の業務

以上の対応が必要になることから、代替職員の人件費及び時間外労働に係る経費を

補助する事業となっている。 

第４章では「差分の差分法」を適用して効果検証を行うが、本章ではそれに先立

ち、２回にわたって実施したアンケート（以下「施設アンケート」という。）の回答

を基に、意思決定支援に係る行動の実行度等から意思決定支援の取組の現状を記述

する。 

２２  施施設設アアンンケケーートトのの概概要要  

（（１１））  調調査査対対象象施施設設のの設設定定  

調査実施時点で県内には 88 の障害者支援施設があり、補助事業を行う 16 施

設のすべてを調査対象とした。ただし、そのうちの指定管理施設４施設は、他

の施設と規模や利用者の属性等の条件が異なるため、この４施設を除く 12施設

を「介入群」とした。「対照群」は、「介入群」と同規模で補助事業を実施してい

ない 12施設を、施設利用者の障害支援区分や立地の地域性などを考慮して抽出

した16。調査対象施設は以上の合計 28施設である。  

（（２２））  回回答答者者のの設設定定  

県版ガイドラインは、障害者支援施設の職員（管理者、サービス管理責任者

及び生活支援員）の３職種を対象としており、障害者支援施設における立場が

異なることから、管理者編、サービス管理責任者編及び生活支援員編の３編で

構成されている。そこで、本アンケート調査では、調査対象施設ごとに、管理

 
15 いわゆる座学の講座ではなく、施設における意思決定支援の実践を研修と位置付けている。 
16 ランダム化比較試験（ＲＣＴ）とは異なるが、障がい福祉政策の観点からアンケートの対象と

する施設を無作為に選択することは適切でないため、連携して検証に取り組んだ共生推進本部室

の協力を得て対照群を設定した。 

参考：補助要件 

１ 県版ガイドラインに基づく実践研修を施設で実施すること 

２ 県及び意思決定支援専門アドバイザーの指導・助言等を受けること 

３ 利用者３名以上の意思決定支援を実践研修の対象とすること 

４ 補助事業終了後も申請日から３年間、県及び意思決定支援専門アドバイザーの指導・

助言等を受け、意思決定支援に取り組むこと 

５ 補助事業の活用者として施設の名称等の県ホームページ等での公開を承認すること 
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者、サービス管理責任者及び生活支援員から回答を求めることとした。なお、

回答者は施設に選んでもらい17、施設で取りまとめて回答してもらった。 

また、調査対象施設における立場（職種）の違いから生じる行動と意識の違

いを測るため、３職種とも共通の設問によりアンケート調査を実施した18。 

（（３３））  回回答答期期間間・・方方法法  

2023年７月から共生推進本部室が調査対象施設を訪問して本アンケート調査

について説明した上で、電子メールにより対象施設にアンケートを２回実施し

た。第１回施設アンケートは補助事業実施期間前の 2023年８月９日に調査票を

配付し、2023年９月 29日までに回答を得た。第２回施設アンケートは、補助事

業実施期間が終了する直前の 2024 年３月８日に調査票を配付し、2024 年４月

30日までに回答を得た。 

（（４４））  回回答答状状況況  

回答状況は【図表３－１】のとおりである。なお、パーセンテージの端数は、

いずれも小数点第２位を四捨五入している。 

【図表３－１】施設アンケートの回答状況 

＜第１回＞ 

○回答状況 

 介入群 対照群 指定管理施設 計 

調査対象施設 12 12 4 28 

回答施設 12 11 4 27 

回答率 100.0％ 91.7％ 100.0％ 96.4％ 

○施設職員の回答数の内訳 

 介入群 対照群 指定管理施設 計 

管理者 11 11 4 26 

サービス管理責任者 11 11 4 26 

生活支援員 32 33 10 75 

計 54 55 18 127 

＜第２回＞ 

○回答状況 

 介入群 対照群 指定管理施設 計 

調査対象施設 12 12 4 28 

回答施設 11 8 4 23 

回答率 91.7％ 66.7％ 100.0％ 82.1％ 

 

 
17 回答者については、施設には次のとおり計５名に回答してもらうよう依頼した。：「管理者」（１

名）は施設の責任者。「サービス管理責任者」（１名）は、複数人いる場合はいずれか１名とし、補

助対象施設にあっては補助の対象となる利用者を担当する者。「生活支援員」（３名）は、サービ

ス管理責任者になる実務経験要件を満たさない在職年数８年未満の者とし、補助対象施設にあっ

ては、補助の対象となる利用者を担当する者。 
18 管理監督の立場で意思決定支援を実践している回答者に対応するため、必要に応じて設問の文

末「～している」の記載を「（生活支援員等に）～させている」に読み替えてもらうよう依頼した。 
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○施設職員の回答数の内訳 

 介入群 対照群 指定管理施設 計 

管理者 10 8 4 22 

サービス管理責任者 10 8 4 22 

生活支援員 27 22 12 61 

計 47 38 20 105 

表：当センター作成 

３３  施施設設アアンンケケーートトのの集集計計結結果果  

施設アンケートは、施設職員の意思決定支援の行動と意識について聞く５つの設

問で構成した。ここでは問１～３の単純集計結果を紹介し、問４～５の自由記述に

ついては、第６章で述べる。 

意思決定支援の行動については、県版ガイドラインにおいて具体的な行動や考え

方を示すチェックリストの文章を要約して設問を作成した。なお、チェックリスト

の項目は多数あるため、「７つのポイント」を代表する行動をポイントごとに２～４

問ずつ当センターで選択し、上記の問１の中に合計 20 問を設定した（【図表３－

２】）。また、回答は、設問の行動の実行度合いについて、最も高い場合は「５」、最

も低い場合は「１」の五段階評定とした。設問への回答を扱いやすくするため、１

～５の選択肢番号を１～５の数値として扱うことで数量データに変換して「実行度」

と定義し、合計値及び平均値を求めて分析を行った。 

（（１１））  意意思思決決定定支支援援のの行行動動のの実実行行度度  

【問１】あなたは、ご自身の日常の業務を通じて、次の各項目に掲げる行動を現時点でど

の程度実行していますか。 

 【図表３－３】のとおり、20の設問で実行度が最も低いのは、「(16) 施設職

員や家族だけではない、ボランティアやガイドヘルパーなどの第三者の協力者

を得ている」、次いで、「(15)職員や家族以外の人と関わる機会を設け、人間関

係を広げている」であり、他の設問と比して著しく低い。この２問は、いずれ

も「７つのポイント」のうち、「⑥人間関係や社会関係を外へ広げる方向で支援

すること（施設内で完結しない）」に該当する。一方、実行度が最も高いのは、

「(2) 適切に個別支援計画を作成（更新）し、利用者の生活の様子や利用者の

意向に沿った支援内容等を記載している」で、「７つのポイント」のうち「①本

人中心に支援をすること（支援者目線ではない）」に該当する。県版ガイドライ

ンにおいて「準備」（アセスメント・プランニング）と位置付けられる取組は比

参考：アンケートの設問 
【問１】あなたは、ご自身の日常の業務を通じて、次の各項目に掲げる行動（※ 図表３－

２に掲載した 20 の設問）を現時点でどの程度実行していますか。 
【問２】あなたは、貴事業所の意思決定支援が十分に取り組まれていると思いますか。 
【問３】あなたは、令和５年４月に公表した「神奈川県版意思決定支援ガイドライン（以

下「県版ガイドライン」といいます。）」をご存じでしたか。 
【問４】あなたのお立場や日常の業務などから、今後、意思決定支援の取組を促進する上

で、特に重要と考えていることがございましたら、ご記入ください（自由記載）。 
【問５】最後に、より効果的な「意思決定支援の全県展開」のあり方について、ご意見や

ご提案などがございましたら、ご記入ください（自由記載）。 
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○施設職員の回答数の内訳 

 介入群 対照群 指定管理施設 計 

管理者 10 8 4 22 

サービス管理責任者 10 8 4 22 

生活支援員 27 22 12 61 

計 47 38 20 105 

表：当センター作成 

３３  施施設設アアンンケケーートトのの集集計計結結果果  

施設アンケートは、施設職員の意思決定支援の行動と意識について聞く５つの設
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問ずつ当センターで選択し、上記の問１の中に合計 20 問を設定した（【図表３－

２】）。また、回答は、設問の行動の実行度合いについて、最も高い場合は「５」、最

も低い場合は「１」の五段階評定とした。設問への回答を扱いやすくするため、１

～５の選択肢番号を１～５の数値として扱うことで数量データに変換して「実行度」

と定義し、合計値及び平均値を求めて分析を行った。 

（（１１））  意意思思決決定定支支援援のの行行動動のの実実行行度度  

【問１】あなたは、ご自身の日常の業務を通じて、次の各項目に掲げる行動を現時点でど

の程度実行していますか。 

 【図表３－３】のとおり、20の設問で実行度が最も低いのは、「(16) 施設職

員や家族だけではない、ボランティアやガイドヘルパーなどの第三者の協力者

を得ている」、次いで、「(15)職員や家族以外の人と関わる機会を設け、人間関

係を広げている」であり、他の設問と比して著しく低い。この２問は、いずれ

も「７つのポイント」のうち、「⑥人間関係や社会関係を外へ広げる方向で支援

すること（施設内で完結しない）」に該当する。一方、実行度が最も高いのは、

「(2) 適切に個別支援計画を作成（更新）し、利用者の生活の様子や利用者の

意向に沿った支援内容等を記載している」で、「７つのポイント」のうち「①本

人中心に支援をすること（支援者目線ではない）」に該当する。県版ガイドライ

ンにおいて「準備」（アセスメント・プランニング）と位置付けられる取組は比

参考：アンケートの設問 
【問１】あなたは、ご自身の日常の業務を通じて、次の各項目に掲げる行動（※ 図表３－

２に掲載した 20 の設問）を現時点でどの程度実行していますか。 
【問２】あなたは、貴事業所の意思決定支援が十分に取り組まれていると思いますか。 
【問３】あなたは、令和５年４月に公表した「神奈川県版意思決定支援ガイドライン（以

下「県版ガイドライン」といいます。）」をご存じでしたか。 
【問４】あなたのお立場や日常の業務などから、今後、意思決定支援の取組を促進する上

で、特に重要と考えていることがございましたら、ご記入ください（自由記載）。 
【問５】最後に、より効果的な「意思決定支援の全県展開」のあり方について、ご意見や

ご提案などがございましたら、ご記入ください（自由記載）。 
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較的浸透しているのに比べて、施設外の第三者が関わるような取組は現状では

あまり実行されておらず、この傾向は第１回と第２回で変化していない。なお、

設問によりばらつきがあるが、第１回でも全体の回答の平均値は約 3.5 で、３

を超える。これは、意思決定支援は本人中心の支援を行うことであり、特別な

ことや新しいことを行うわけではないため、調査開始時点で既に一定の取組を

行っている施設職員もいたことによるものと考えられる。 

【図表３－２】「７つのポイント」と対応する設問 

「７つのポイント」 設  問 

①本人中心に支援を

すること（支援者目

線ではない） 

(1)利用者の生活史を含めた人物像や意思表示の方法などの情報を整

理・分析し、個別支援計画を作成している 

(2)適切に個別支援計画を作成（更新）し、利用者の生活の様子や利

用者の意向に沿った支援内容等を記載している 

②本人を知ること、

理解すること 

 

(3)利用者のことを感じ取ろうとした職員自身の行動とその結果を、

気づきのための工夫として、生活記録に残すようにしている 

(4)利用者とのやり取りを積み上げていき、生活記録に記載して、随

時更新し続けている 

(5)利用者にわかりやすく情報を伝えるために、写真や日課表など多

様な手段を用いて工夫している 

③本人が安心して意

思を表明する環境

（ソフト面、ハード

面）を整えること 

(6)利用者のおかれている立場性の弱さを理解し、「私は受け入れても

らえている」と実感できる関係を維持している 

(7)定期的に普段と違う支援者が利用者の意思を確認している 

(8)利用者の何気ない態度の中にも奥深い感情表現があることに気付

くなど、安心して意思を表明できるよう、耳を傾けている 

④本人を中心とした

チームで検討（模

索）し続けること 

(9)利用者を中心とした支援チームがあり、相談支援専門員等に協力

を求めている 

(10)支援チームで本人中心の支援目標や支援内容を正しく共有し、一

体的な活性化を図っている 

⑤第三者の視点を導

入すること（客観性

の担保） 

(11)支援チーム内で迷ったり、意見が対立した場合に、専門的な第三

者の客観的な視点を参考にしている 

(12)先が見えず不安や焦りを感じたりしたときに、専門的な第三者の

助言・指導により支援方針を立て直している 

(13)利用者が意思を表明しにくい要因や、他者からの「不当な影響」

はないかを確認している 

⑥人間関係や社会関

係を外へ広げる方向

で支援すること（施

設内で完結しない） 

(14)興味関心の幅を広げるため、多様な社会的体験の機会を用意し、

興味関心の幅を拡大している 

(15)職員や家族以外の人と関わる機会を設け、人間関係を広げている 

(16)施設職員や家族だけではない、ボランティアやガイドヘルパーな

どの第三者の協力者を得ている 

⑦施設全体で取り組

むこと 

(17)支援を通して得られた利用者についての理解を施設内で組織的に

共有し、支援の進め方について確認している 

(18)担当職員のストレスに配慮し、必要に応じて精神的な支えとなる

よう、支援者の支援ができる体制が整っている 

(19)意思決定支援を行うことについて組織決定され、支援に時間がか

かっても許される組織風土になっている 

(20)意思決定支援が必要な場面を理解し、支援に必要な技術を習得す

るため、研修を受講している 

表：当センター作成 
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【図表３－３】意思決定支援に係る行動の実行度：全体平均値（問１） 

図：当センター作成 

（（２２））  職職種種別別のの比比較較  

 問１について職種別に比較すると、全体的に行動の実行度は管理者が最も高

く、サービス管理責任者が最も低い（【図表３－４】）。サービス管理責任者は、

管理者に比べて現場に近く、かつ他のサービス提供職員に対する指導的役割を

果たす立場のため、高い理想を持っている一方で、現場で実際に行われている

支援が理想と異なることを認識し、自己評価が低くなっていることが考えられ

る。 

 生活支援員の回答は、実行度の平均値が管理者とサービス管理責任者の間に

なる傾向があるが、第１回では、「７つのポイント」の「⑥人間関係や社会関係

を外へ広げる方向で支援すること（施設内で完結しない）」に当たる「(15)職員

や家族以外の人と関わる機会を設け、人間関係を広げている」で他の職種より

も低くなっている。 
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【図表３－３】意思決定支援に係る行動の実行度：全体平均値（問１） 

図：当センター作成 

（（２２））  職職種種別別のの比比較較  

 問１について職種別に比較すると、全体的に行動の実行度は管理者が最も高

く、サービス管理責任者が最も低い（【図表３－４】）。サービス管理責任者は、

管理者に比べて現場に近く、かつ他のサービス提供職員に対する指導的役割を

果たす立場のため、高い理想を持っている一方で、現場で実際に行われている

支援が理想と異なることを認識し、自己評価が低くなっていることが考えられ

る。 

 生活支援員の回答は、実行度の平均値が管理者とサービス管理責任者の間に

なる傾向があるが、第１回では、「７つのポイント」の「⑥人間関係や社会関係

を外へ広げる方向で支援すること（施設内で完結しない）」に当たる「(15)職員

や家族以外の人と関わる機会を設け、人間関係を広げている」で他の職種より

も低くなっている。 
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P16 図表３－３ 
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【図表３－３】意思決定支援に係る行動の実行度：全体平均値（問１） 

図：当センター作成 

（（２２））  職職種種別別のの比比較較  

 問１について職種別に比較すると、全体的に行動の実行度は管理者が最も高

く、サービス管理責任者が最も低い（【図表３－４】）。サービス管理責任者は、

管理者に比べて現場に近く、かつ他のサービス提供職員に対する指導的役割を

果たす立場のため、高い理想を持っている一方で、現場で実際に行われている

支援が理想と異なることを認識し、自己評価が低くなっていることが考えられ

る。 

 生活支援員の回答は、実行度の平均値が管理者とサービス管理責任者の間に

なる傾向があるが、第１回では、「７つのポイント」の「⑥人間関係や社会関係

を外へ広げる方向で支援すること（施設内で完結しない）」に当たる「(15)職員

や家族以外の人と関わる機会を設け、人間関係を広げている」で他の職種より

も低くなっている。 
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【図表３－４】行動の実行度：職種別平均値（問１） 

図：当センター作成 

（（３３））  意意思思決決定定支支援援のの取取組組  

【問２】あなたは、貴事業所の意思決定支援が十分に取り組まれていると思いますか。 

意思決定支援の取組の自己認識は、第１回では、いずれの職種も「そう思う」

「ややそう思う」が合わせて約６割となっている。しかし、職種間の差もみら

れ、生活支援員は、「そう思う」という最も高い自己評価をしている人が他の職

種より多く、意思決定支援が十分に取り組まれていると認識している割合が高

い。一方、管理者とサービス管理責任者の回答傾向は似ており、「ややそう思う」

という１段階低い自己評価が多い。これについては、管理者やサービス管理責

任者がより高い理想を持っているため、現状を１段階低く捉えている可能性が

ある。他方で、意思決定支援の取組は、実際に利用者に接する生活支援員にと
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が最も低い 
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【図表３－３】意思決定支援に係る行動の実行度：全体平均値（問１） 

図：当センター作成 

（（２２））  職職種種別別のの比比較較  

 問１について職種別に比較すると、全体的に行動の実行度は管理者が最も高

く、サービス管理責任者が最も低い（【図表３－４】）。サービス管理責任者は、

管理者に比べて現場に近く、かつ他のサービス提供職員に対する指導的役割を

果たす立場のため、高い理想を持っている一方で、現場で実際に行われている

支援が理想と異なることを認識し、自己評価が低くなっていることが考えられ

る。 

 生活支援員の回答は、実行度の平均値が管理者とサービス管理責任者の間に

なる傾向があるが、第１回では、「７つのポイント」の「⑥人間関係や社会関係

を外へ広げる方向で支援すること（施設内で完結しない）」に当たる「(15)職員

や家族以外の人と関わる機会を設け、人間関係を広げている」で他の職種より

も低くなっている。 

3.89
4.03 3.98

3.87
3.75

3.9

3.5

3.83

3.24

3.66

3.22 3.28

3.55

3.2

2.71 2.67

3.85

3.36
3.47

3.35

3.51

3.92
4.04 4.01

3.89

3.67
3.77

3.48

3.88

3.58
3.72

3.36 3.33
3.523.50

3.05
2.90

3.71

3.24

3.49
3.48

3.58

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 平均
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右：第２回
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っては、これまで行ってきた支援との継続性があるため、より身近に意思決定

支援のプロセスを実感できた可能性が考えられる。 

第２回では、いずれの職種も「そう思う」「ややそう思う」が合わせて約７割

に増加した（【図表３－５】）。 

【図表３－５】事業所における意思決定支援の取組状況の自己認識（問２） 

     ※ 構成比のパーセント表記は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、必ずし

も合計と合わない場合がある（以下同じ）。 

図：当センター作成 

（（４４））  県県版版ガガイイドドラライインンのの認認知知度度及及びび活活用用  

【問３】あなたは、令和５年４月に公表した「神奈川県版意思決定支援ガイドライン 

（以下「県版ガイドライン」といいます。）」をご存じでしたか。 

第１回では、「県版ガイドラインを活用している」とする回答は約１割と低く、

「県版ガイドラインの活用に向けて体制を整備している」とする回答が最も多

い（【図表３－６】）。補助事業実施期間後の第２回では、「ガイドラインを活用

している」とする回答が２～３割に増加しており、一定程度浸透したといえる。

ただし、第２回でも管理者の６割以上が「県版ガイドラインの活用に向けて体
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っては、これまで行ってきた支援との継続性があるため、より身近に意思決定

支援のプロセスを実感できた可能性が考えられる。 

第２回では、いずれの職種も「そう思う」「ややそう思う」が合わせて約７割

に増加した（【図表３－５】）。 

【図表３－５】事業所における意思決定支援の取組状況の自己認識（問２） 

     ※ 構成比のパーセント表記は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、必ずし

も合計と合わない場合がある（以下同じ）。 
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（（４４））  県県版版ガガイイドドラライインンのの認認知知度度及及びび活活用用  

【問３】あなたは、令和５年４月に公表した「神奈川県版意思決定支援ガイドライン 

（以下「県版ガイドライン」といいます。）」をご存じでしたか。 

第１回では、「県版ガイドラインを活用している」とする回答は約１割と低く、

「県版ガイドラインの活用に向けて体制を整備している」とする回答が最も多

い（【図表３－６】）。補助事業実施期間後の第２回では、「ガイドラインを活用

している」とする回答が２～３割に増加しており、一定程度浸透したといえる。

ただし、第２回でも管理者の６割以上が「県版ガイドラインの活用に向けて体 
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っては、これまで行ってきた支援との継続性があるため、より身近に意思決定

支援のプロセスを実感できた可能性が考えられる。 

第２回では、いずれの職種も「そう思う」「ややそう思う」が合わせて約７割

に増加した（【図表３－５】）。 

【図表３－５】事業所における意思決定支援の取組状況の自己認識（問２） 

     ※ 構成比のパーセント表記は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、必ずし

も合計と合わない場合がある（以下同じ）。 

図：当センター作成 
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制を整備している」と回答しており、取組の途上であることが分かる。 

問３は、職種別に大きな差がみられた。生活支援員は第１回で 37.3％、第２

回でも 27.9％が「詳しい内容はわからない」と回答、また第１回で 17.3％、第

２回でも 11.5％が「知らなかった」と回答しており、特に生活支援員へのガイ

ドライン普及の必要性が示唆される。  

【図表３－６】県版ガイドラインの認知及び活用の度合い（問３） 

 

 

 
 

図：当センター作成 
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第第４４章章  県県内内施施設設へへのの補補助助事事業業実実施施のの効効果果検検証証 
本章では、前章で紹介した２回の施設アンケートの結果を用いて、「差分の差分

法」による分析を行い、本県の補助事業の効果検証を行った19。 

１１  分分析析方方法法（（差差分分のの差差分分法法））  

この補助事業は新たに開始した事業であり、県内の一部の施設で実施したため、

当該年度の補助事業実施期間の前後及び実施の有無を比較して検証を行うことが

可能であることから、分析には「差分の差分法」（【図表４－１】）を適用した。 

【【図図表表４４－－１１】】「「差差分分のの差差分分法法」」のの概概念念図図  

 
図：当センター作成 

例えば、補助事業実施期間の前と後の２時点で施設アンケートを行い、その回答

を比較し、両者の比較（差分）によって事業効果を推定した場合、実施期間の前と

後は「時間の差」があり、その間に補助事業以外の効果20が加わる。そこで、補助事

業を活用する施設を「介入群」に、補助事業を活用しない施設を「対照群」に設定

し、両者に施設アンケートを行った。このアンケート結果について、介入群の実施

期間前後の差分から、対照群の実施期間前後の差分を差し引くことで、「時間の差」

の効果を除外し、事業実施の効果を把握することができる。 
介入群と対照群の両方について、補助事業実施期間前後のデータを用いて回帰分

析を行った。これにより、補助事業実施が意思決定支援に係る行動の実行度を上昇

させる効果をもたらしたかを統計的に検証する。 

具体的には、意思決定支援に係る行動の実行度を問う 20 の設問ごとに次の推計

式による推計を行い、交差項の係数が統計的に有意かつプラスに推計された場合、

当該設問については補助事業対象施設かつ補助事業実施期間後に実行度が向上し

たと判断できることから、補助事業実施の効果を示すものといえる。 

 
19 本章で用いている計量分析の手法については、次の文献などが参考になる。 

○ 阿部真人（2021）『統計学入門』、ソシム 

○ 坂田周一（2003）『社会福祉リサーチ』、有斐閣アルマ 
20 例えば、普及啓発の効果などが想定される。 
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19 本章で用いている計量分析の手法については、次の文献などが参考になる。 
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（実行度） 

＝（定数項）＋β１（介入群ダミー）＋β２（２回目ダミー）＋β３（交差項）＋（誤差項） 

（実行度）：施設アンケートにおける意思決定支援に係る行動の実行度（５段階評定）。なお、

「Ｑ１－１」は「問１の項目１」を表す。 

（定数項）：他の変数が０の場合の実行度の期待値（この場合、補助事業対象外施設の補助事

業実施期間前における実行度の期待値）。 

（介入群ダミー）：回答者の属する施設が補助事業対象施設である場合に１、それ以外の場合

に０を取る。 

（２回目ダミー）：補助事業実施期間後（第２回施設アンケート）の回答である場合に１、そ

れ以外の場合に０を取る。 

（交差項）：介入群ダミーと２回目ダミーの積で作られる変数。補助事業対象施設（介入群ダ

ミー＝１）かつ補助事業実施期間後（２回目ダミー＝１）である場合に１、それ以外の

場合に０を取る。 

（誤差項）：この推計式に含まれていない要因によるばらつき。 

β１～β３：推計による係数。 

２２  分分析析結結果果  

 推計の結果は【図表４－２】に示した。 

交差項の係数が有意にプラスに推計された設問（ｐ値＜0.05）は、「Ｑ１－９ 利

用者を中心とした支援チームがあり、相談支援専門員等に協力を求めている」「Ｑ１

－10 支援チームで本人中心の支援目標や支援内容を正しく共有し、一体的な活性

化を図っている」「Ｑ１－18 担当職員のストレスに配慮し、必要に応じて精神的な

支えとなるよう、支援者の支援ができる体制が整っている」「Ｑ１－19 意思決定支

援を行うことについて組織決定され、支援に時間がかかっても許される組織風土に

なっている」の４つであり、これらは支援体制に関する項目と解釈できる。  

【【図図表表４４－－２２】】回回帰帰分分析析結結果果簡簡易易ととりりままととめめ表表１１  

  

  ※ 網掛けは有意水準:ｐ値<0.05。補正 R2 値については注参照21。 

図：当センター作成 

さらに、上述の結果が職種による違いの影響によるものでないかを確認するため、

 
21 回帰分析の結果がデータにどれくらい当てはまっているかを示す指標で、抽出する変数の数に

応じて補正されたもの。数値が大きいほど当てはまりがよい。 

定数項 介入群ダミー ２回目ダミー 交差項
目的変数 補正R2値 係数 p値 係数 p値 係数 p値 係数 p値

Q1-1 -0.0046 4.0000 0.0000 -0.1296 0.3393 -0.1842 0.2178 0.2926 0.1553
Q1-2 -0.0061 3.9815 0.0000 -0.1111 0.4134 -0.1657 0.2680 0.2740 0.1827
Q1-3 -0.0067 4.0000 0.0000 0.0189 0.8979 -0.1579 0.3277 0.1816 0.4142
Q1-4 -0.0148 3.9074 0.0000 -0.0556 0.7292 -0.0696 0.6959 0.0688 0.7777
Q1-5 -0.0015 3.7273 0.0000 0.1246 0.4676 -0.1746 0.3553 -0.0176 0.9459
Q1-6 -0.0092 3.8727 0.0000 0.0329 0.8119 -0.0833 0.5831 -0.0564 0.7872
Q1-7 -0.0114 3.4909 0.0000 0.1017 0.5540 -0.0585 0.7590 0.0191 0.9418
Q1-8 0.0008 3.8889 0.0000 -0.0741 0.6158 -0.2310 0.1559 0.3523 0.1154

Q1-9 0.0495 3.3273 0.0000 -0.1606 0.4048 -0.1111 0.6035 0.7742 0.0089

Q1-10 0.0372 3.6364 0.0000 0.0488 0.7485 -0.2850 0.0929 0.5129 0.0283

Q1-11 0.0109 3.2545 0.0000 0.0418 0.8174 -0.1493 0.4538 0.4062 0.1395

Q1-12 -0.0109 3.2909 0.0000 0.0424 0.8106 -0.0747 0.7039 0.1456 0.5890
Q1-13 0.0393 3.4074 0.0000 0.3333 0.0342 -0.0916 0.5948 0.1117 0.6377
Q1-14 0.0032 3.2182 0.0000 -0.0145 0.9343 0.1332 0.4946 0.1738 0.5157
Q1-15 0.0277 2.9057 0.0000 -0.3131 0.0826 0.0680 0.7306 0.4481 0.1002
Q1-16 0.0207 2.7091 0.0000 -0.0239 0.9096 0.5278 0.0237 -0.4683 0.1433
Q1-17 0.0063 3.9455 0.0000 -0.1492 0.3267 -0.3402 0.0430 0.3099 0.1793

Q1-18 0.1066 3.3636 0.0000 -0.0488 0.7754 -0.6794 0.0004 1.0242 0.0001

Q1-19 0.0923 3.2727 0.0000 0.3122 0.0572 -0.2727 0.1288 0.4922 0.0480

Q1-20 0.0016 3.2364 0.0000 0.0844 0.6844 -0.0258 0.9096 0.2796 0.3735
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職種別のダミー変数22を設定した。【図表４－３】は、職種別のダミー変数を投入し

た推計式による回帰分析の結果である。 

【【図図表表４４－－３３】】回回帰帰分分析析結結果果簡簡易易ととりりままととめめ表表２２  

  
※ 網掛けは有意水準:ｐ値<0.05 

表：当センター作成 

この回帰分析でも【図表４－２】と同じ支援体制に関する４つの設問が有意に推

計された。 

以上の推計結果から23、補助事業を実施した施設では、事業実施期間後に支援体

制の整備に関する項目で実行度が有意に向上したといえる。そのため、補助事業は、

意思決定支援に係る支援体制の整備を促すという点で効果があったと考えられる24。 
 なお、補助事業では県版ガイドラインに基づく意思決定支援に取り組むこととし

ており、理論的には県版ガイドラインに位置付けられる 20 の設問すべてについて

実行度の向上が予想される。しかし、今回の分析では、各施設が県の補助事業を利

用した意思決定支援の取組を開始してからおよそ半年後に第２回施設アンケート

を実施しており、支援体制の整備以外の効果については、半年間という短期ではみ

られなかった可能性がある。 

  
 

22 設定したダミー変数は、回答者が管理者である場合に１を取る（管理者ダミー）、サービス管理

責任者である場合に１を取る（サービス管理責任者ダミー）、生活支援員である場合に１を取る（支

援員ダミー）の３種類である。 
23 他に、介入群ダミー、２回目ダミー、交差項、サービス管理責任者ダミー、生活支援員ダミー

を投入した推計式による回帰分析も行い、同様に支援体制に関する４つの項目（Ｑ１－９、10、

18、19）が有意に推計された。 
24 「差分の差分法」により正しく評価を行うためには、①介入が行われなかった場合（補助事業

が実施されなかった場合）に介入群と対照群は平行な時間的変化を示すという「平行トレンド仮

定」、②介入と同じタイミングで介入群と対照群に対して別の外生的ショックが起きていないとい

う「共通ショック仮定」を満たす必要がある。本分析においては、第１回のアンケート実施時点

における実行度は介入群と対照群の間で有意な差がなかった（設問 13 を除く）ことから「平行ト

レンド仮定」を満たし、補助事業の実施を除き介入群又は対照群のみを対象に実施された別の事

業は確認されなかったことから「共通ショック仮定」を満たすと判断した。 

定数項 介入群ダミー ２回目ダミー 管理者ダミー 交差項
目的変数 補正R2値 係数 p値 係数 p値 係数 p値 係数 p値 係数 p値 係数 p値

Q1-1 0.0024 4.0747 0.0000 -0.1282 0.3428 -0.1803 0.2262 -0.1742 0.1796 -0.1992 0.1252 0.2920 0.1547
Q1-2 0.0054 4.1063 0.0000 -0.0958 0.4661 -0.1935 0.1817 0.1731 0.1728 -0.1339 0.2865 0.2598 0.1918
Q1-3 0.0617 4.1444 0.0000 0.0141 0.9208 -0.1503 0.3346 -0.1811 0.1824 -0.5407 0.0001 0.1880 0.3815
Q1-4 -0.0033 3.9972 0.0000 -0.0556 0.7277 -0.0677 0.7020 -0.1354 0.3797 -0.3053 0.0465 0.0709 0.7697
Q1-5 0.0187 3.7083 0.0000 0.1242 0.4644 -0.1756 0.3477 0.2849 0.0813 -0.1901 0.2436 -0.0175 0.9457
Q1-6 0.0290 3.8583 0.0000 0.0285 0.8336 -0.0840 0.5723 0.2776 0.0332 -0.2054 0.1177 -0.0522 0.7992
Q1-7 0.0190 3.5748 0.0000 0.1032 0.5418 -0.0517 0.7832 0.0152 0.9254 -0.4348 0.0080 0.0161 0.9502
Q1-8 0.0221 3.9388 0.0000 -0.0741 0.6120 -0.2293 0.1545 0.0651 0.6410 -0.3099 0.0274 0.3529 0.1110

Q1-9 0.0744 3.3608 0.0000 -0.1600 0.4004 -0.1083 0.6078 0.2037 0.2653 -0.3713 0.0431 0.7730 0.0081

Q1-10 0.0533 3.6443 0.0000 0.0490 0.7457 -0.2844 0.0910 0.1814 0.2162 -0.2213 0.1283 0.5167 0.0259

Q1-11 0.0216 3.3385 0.0000 0.0433 0.8098 -0.1449 0.4649 -0.0725 0.6746 -0.3475 0.0452 0.4056 0.1380

Q1-12 0.0021 3.3939 0.0000 0.0443 0.8010 -0.0709 0.7166 -0.1680 0.3246 -0.3469 0.0409 0.1465 0.5844
Q1-13 0.0836 3.5431 0.0000 0.3333 0.0302 -0.0871 0.6048 -0.1829 0.2121 -0.4829 0.0011 0.1163 0.6158
Q1-14 0.0033 3.1423 0.0000 -0.0159 0.9279 0.1270 0.5148 0.1898 0.2612 0.1898 0.2612 0.1765 0.5092
Q1-15 0.0488 2.8406 0.0000 -0.3119 0.0805 0.0671 0.7313 0.3818 0.0253 -0.0682 0.6873 0.4447 0.0991
Q1-16 0.0237 2.6781 0.0000 -0.0245 0.9073 0.5261 0.0240 0.2650 0.1898 -0.1100 0.5856 -0.4680 0.1429
Q1-17 0.0206 4.0078 0.0000 -0.1480 0.3269 -0.3369 0.0436 -0.0058 0.9679 -0.3058 0.0356 0.3094 0.1768

Q1-18 0.1106 3.3131 0.0000 -0.0498 0.7707 -0.6821 0.0004 0.2638 0.1084 -0.0112 0.9455 1.0246 0.0001

Q1-19 0.0991 3.2817 0.0000 0.3125 0.0560 -0.2723 0.1281 0.1521 0.3334 -0.1972 0.2060 0.4954 0.0457

Q1-20 0.0255 3.1415 0.0000 0.0806 0.6943 -0.0308 0.8909 0.4845 0.0141 -0.0102 0.9587 0.2823 0.3631

サービス管理責任者ダミー
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職種別のダミー変数22を設定した。【図表４－３】は、職種別のダミー変数を投入し

た推計式による回帰分析の結果である。 

【【図図表表４４－－３３】】回回帰帰分分析析結結果果簡簡易易ととりりままととめめ表表２２  

  
※ 網掛けは有意水準:ｐ値<0.05 

表：当センター作成 
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第第５５章章  津津久久井井ややままゆゆりり園園ににおおけけるる成成立立期期のの個個別別支支援援レレベベルルのの効効果果検検証証 
第２章から第４章では事業レベルで効果検証を行ったが、本章では、成立期にお

ける津久井やまゆり園利用者の意思決定支援に係る取組に着目し、個別支援レベル

で効果検証を行った。 

意思決定支援は、利用者一人ひとりに対して実施されるが、利用者の意思を表す

行動をどのように捉えたらよいか、判断には難しさがある。そのため、津久井やま

ゆり園の意思決定支援では、利用者一人ひとりについてチームを結成し、会議を開

催している25。この会議を含め、津久井やまゆり園では、日頃の利用者とのやり取り

や外出時の様子、意思決定支援の内容や判断の根拠、支援を行った結果を含め記録

を作成している。 

ここでは、2017 年度から 2022 年度までの期間で、会議ごとに県が作成している

支援記録の中の「次回までの必達事項」部分に着目した。この部分は、ほぼすべて

の利用者について統一された形で記載されており、今後の支援の内容が端的に示さ

れているためである。そこで、「次回までの必達事項」の記載をテキストデータとし

て、意思決定支援の取組が施設職員に与えた影響に着目したテキスト分析を行った。 

１１  分分析析方方法法（（共共起起ネネッットトワワーークク分分析析））  

テキスト分析ソフト「KH Coder」を使用し、テキストデータ中の頻出語や単語同

士の結びつきを明らかにする共起ネットワーク分析を行った26。 

すべての会議記録を一括した分析も行ったが、支援記録を精査したところ、会議

の回数が増えることで、類似した内容の記録が複数回連続する事例が確認された。

このことにより、会議の開催回数が多い利用者の類似した内容の記録がより強く反

映され、分析結果に影響を与える可能性が考えられた。そこで、開催回数の影響を

回避するため、それぞれの利用者について、支援の初期段階として「最初の担当者

会議」、支援が進んだ段階として「直近の27意思決定支援検討会議」の記録を使用し、

一連の支援記録のうち、それぞれの会議１回分のみのデータを用いて分析を行った。

分析に用いた会議数は、最初の担当者会議 123件及び直近の意思決定支援検討会議

110件である28。 

２２  分分析析結結果果  

最初の担当者会議と直近の意思決定支援検討会議の記録について、それぞれ共起

ネットワーク分析を行った結果、次のことが読み取れた。 

 
25 標準的には、まず「担当者会議」、その後「意思決定支援検討会議」が実施されている。 
26 個人情報及びプライバシー保護のため、次の対応を行った。①データは ID により匿名化された

状態で受領した。②個人情報は含めず、上記「次回までの必達事項」の部分のみを抽出して分析

に使用した。③その他、本県の「情報セキュリティポリシー」に従ってデータを管理した。 
27 本調査研究の終了後も意思決定支援検討会議は継続的に開催されるが、分析対象とした会議記

録のうち最後に開催された会議を便宜上「直近の」と表記した。 
28 できるだけ多くの記録を分析するため、支援の進捗状況により意思決定支援検討会議がまだ開

催されていない利用者の記録も分析に用いた。そのため、必ずしもすべての利用者について最初

の担当者会議と直近の意思決定支援会議の記録が対になっていない。 
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（（１１））  最最初初のの担担当当者者会会議議  

最初の担当者会議では、「本人」の出現数が最多である。そこで、「本人」に

着目して【図表５－１】を確認する。まず、「本人」「意思」「表出」が共起して

おり、本人の「意思」「表出」が当初の関心の中心であったことがうかがえる。

このパターンは「確認」「記録」「家族」「検討」と関連づけられ、「確認」「記録」

は「本人」「表出」「意思」とそれぞれ共起する。 

【【図図表表５５－－１１】】最最初初のの担担当当者者会会議議  

  

図：当センター作成  

このことから、最初の担当者会議では、本人の意思表出の確認・記録が主題

になっていたことがうかがえる。「確認」に関しては、「記録」「生活」「支援」

「活動」「広げる」「思い」と共起する。「記録」に関しては、「外出」と共起して

いる。「外出」は、「機会」「広げる」などとも共起する。 
また、最初の担当者会議では、「外出」「機会」「選択」「楽しみ」「好き」と「本

人」「記録」が共起の関係にあることから、利用者が外出機会を選択することで

生じる「楽しみ」や「好き」などの反応を本人の意思表出として記録すると解

釈できる。 
 「家族」からは、「本人」「意思」と「説明」がそれぞれ共起する。ここからは、
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釈できる。 
 「家族」からは、「本人」「意思」と「説明」がそれぞれ共起する。ここからは、
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個々の利用者の支援について議論する担当者会議の中で、「家族とのやり取り」

に意識を配っていたことが示唆される。「生活」についても、「意思」「本人」「確

認」「決定」「日常」と共起しており、会議の場面で、本人の生活と意思決定支

援の個別支援レベルの取組を関連づけていることがうかがえる。 

（（２２））  直直近近のの意意思思決決定定支支援援検検討討会会議議  
次に、直近の意思決定支援検討会議についても、「本人」に着目して【図表５

－２】の確認を進める。まず、「家族」が「本人」とでなく、「関わり」「交流」

「工夫」と共起することを確認する。最初の担当者会議において、「家族」は「本

人」「意思」と結びついていたが、直近の意思決定支援検討会議では「本人」と

離れて共起する。この関係性を「本人」から見たとき、「拡大」「広げる」が「人」

「関わり」を通して「交流」「家族」と共起する。また「交流」が「機会」や「環

境」と共起し、利用者本人の第三者との関わりを見出すこともできる。このよ

うに支援に係る会議内での「家族」の単語が登場する場面が、「本人の意思確認」

から「人との交流」に関する場面へと変化したことがうかがえる。 

【【図図表表５５－－２２】】直直近近のの意意思思決決定定支支援援検検討討会会議議  

  

図：当センター作成 
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最初の担当者会議では「本人」「生活」と離れていた「アセスメント」「情報」

等が、直近の意思決定支援検討会議では「本人」「生活」と共起された点に着目

する。また、「生活」と「楽しみ」が共起し、さらに「アセスメント」や「支援」、

「情報」「提供」などと共起している。他の単語との結びつきでは、「情報」「提

供」は、「余暇」「充実」と共起する。同じく、「意思」「表出」は「蓄積」と共起

している。 

つまり、「本人の生活の楽しみ」に対して、余暇を含めた情報提供がある。こ

のときの「情報」「提供」は、利用者本人の「意思」とも共起する。また、「意

思」「表出」もそれぞれ「生活」「楽しみ」、「蓄積」と共起している。これらは本

人の生活の楽しみに関わる「余暇についての情報提供」「（生活の楽しさに係る）

意思表出の蓄積」と読み取れる。また、「本人」の「生活」「楽しみ」が「アセス

メント」「支援」と共起しており、本人の生活の楽しみに着目した支援を行うこ

とに対する施設としての評価体制が定着してきたことがうかがえる。 

さらに、最初の担当者会議では抽出されなかった「役割」が、出現数はかな

り小さいものの、直近の意思決定支援検討会議では抽出され、「作る」「考える」

「持てる」「状況」「自分」と共起している。ここからは、利用者が支援を受け

る立場から、より主体的な存在へと変化していることがうかがえる。 

ここまで整理すると、津久井やまゆり園の取組では「本人の生活の楽しみ」

への情報提供、意思表出の記録をアセスメントし、評価していたことがうかが

える。施設が家族を含め人との関わりや交流の機会を工夫する。さらに、利用

者が支援を受ける立場にとどまらず、役割を持つ。これらのことが確認できた。 

３３  分分析析結結果果をを踏踏ままええたた論論点点のの整整理理  

津久井やまゆり園利用者に対する個別支援に関しては、段階を経て、利用者本人

の生活や楽しみに係る情報提供が行われたこと、意思表出の記録などのアセスメン

ト・評価が行われたこと、交流機会の環境を整えたことなどが示唆された。意思決

定支援が進むにつれて、利用者を支援の「対象者」として意思を汲み取ろうとする

段階から、本人の生活や楽しみについて情報提供し、それに伴う本人の意思表出を

蓄積し、アセスメントしていく中で、利用者を「主体的存在」と捉える段階へと推

移したと解釈できる。 

津久井やまゆり園における最初の担当者会議から直近の意思決定支援検討会議

までの間に、利用者により異なるものの２～３年間にわたって意思決定支援の取組

が実施されており、こうした長期の取組によって効果が現れた可能性がある。一方、

前章で分析した補助事業実施の効果は検証期間が半年間であったため、意思決定支

援の取組の効果が現れていなかった可能性がある。そのため、今後、全県展開を図

る上でも、意思決定支援の取組の効果が確認できるようになるまでに少なくとも２

～３年にわたる取組の継続が必要になることが考えられる。 

４４  効効果果検検証証結結果果のの総総括括（（第第２２章章～～第第５５章章ののままととめめ））  

第２章～第５章では、意思決定支援に係る県の取組の効果検証を行った。 

まず、検証に先立ち、県の「７つの事業」を対象にロジック・モデルを作成し、
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事業と「７つのポイント」の間の因果関係を明確化した。また、施設アンケートの

結果から、「人間関係や社会関係を外へ広げる方向で支援すること（施設内で完結し

ない）」に係る項目の実行度が低いことが判明した。 

続いて意思決定支援に係る取組の効果を検証する。「差分の差分法」を用いた施設

アンケートの分析からは、県が意思決定支援を全県に広げるため 2023 年に実施し

た補助事業により、支援体制に係る項目の実行度が上昇したことが確認され、県の

施策は支援体制の強化をもたらしたといえる。さらに、津久井やまゆり園利用者の

支援記録を対象とした共起ネットワーク分析からは、意思決定支援が進むにつれて、

利用者を支援の「対象者」として意思を汲み取ろうとする段階から、利用者を「主

体的存在」と捉える段階へと推移したことがうかがえ、意思決定支援の取組が支援

者による支援の在り方に変化をもたらしたといえる。 

一方、意思決定支援の効果が現れるまでに一定の時間がかかることが示唆された。

なお、津久井やまゆり園では今回検証の対象とした期間だけでも２～３年間という

長期の取組を行っていることから、取組を開始した当初は明らかな効果がみられな

くても、継続的に取り組むことが重要と考えられる。 
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第第６６章章  施施設設職職員員のの意意見見かかららみみたた意意思思決決定定支支援援のの課課題題（（県県内内施施設設全全体体）） 
第５章までに、本県の取組の効果検証として、事業レベル及び個別支援レベルで、

県の取組が一定の効果を挙げたことを確認した。ただし、県の補助事業が施設の支

援体制の整備に対して一定の効果を挙げたとしても、個別支援の取組では効果が現

れるまでに一定の時間を要する。このことは、継続的な意思決定支援の取組によっ

て、施設の支援体制と個別支援の在り方の整合性が得られることを示唆するもので

ある。 

ただし、個別支援の対象となる利用者は多様であり、かつ時間の経過により変化

することから、施設の支援体制と個別支援の関係で課題は起こりうる。そこで、意

思決定支援の全県展開のために①施設側の環境整備と個別支援をつなげた意思決

定支援、②施設内での意思決定支援の取組と施設外での人間関係・社会関係とつな

げた支援の在り方など、障害者支援施設利用者の生活の幅を広げる上での取組につ

いて、考察を深める必要がある。 

まず本章では、全県展開を見据え、民間の障害者支援施設の施設職員が意思決定

促進の上で重要と考えている点に焦点を当てる。考察に当たっては、前出の施設ア

ンケートの設問のうち、対象とする意思決定支援に係る障害者支援施設職員の意識

や課題等を把握するため、「意思決定支援の取組を促進する上で重要と考えている

こと」についての自由記述の内容を対象とする。施設アンケートでは、多くの意見

が寄せられた（第１回（2023 年８月実施）問４には 110件、第２回（2024年３月実

施）問５には 87件）が、第１回施設アンケートの自由記述では、第三者の関わりの

有効性、意思決定支援の流れの共有、支援の言語化等が示された。また、第２回施

設アンケートの自由記述では、支援の連続性、職場環境、利用者の意思を支援に生

かすための環境整備、ケアマネジメントの必要性等が具体的に示された。それぞれ

の違いを強調するならば、第１回では施設利用者の意思を汲み取ること、第２回で

は施設の支援体制に関することが主となっている。 

以上のように、施設アンケートの自由記述内で書かれたまとまりを整理し、意思

決定支援の全県展開に向け、障害者入所施設で働く施設職員目線の課題を見定める。 

１１  整整理理方方法法  

本章では、自由記述で「書かれたこと」に着目する。整理に当たっては、寺下（2011）
29を参照し、①全文を読み込む。②利用者・施設職員・その他の人々・施設に焦点を

当てて整理する。③自由記述の内容を特徴ごとに分類し、「ラベル」（見出し）を付

ける。④ラベルを集め、さらに上位の「カテゴリー」を作る。⑤文章化する。この

ような手順を踏んだ。さらに、③から⑤までを繰り返し、精緻化に取り組んだ。こ

のように本文では、上述の①～⑤までの中で施設職員の記述内容の要素を取り出し、

再構成した内容をまとめている。 

また、「カテゴリー」については、２（１）～（３）及び３（１）～（６）の見出

しのとおり整理した。なお、内容の整理に当たって記号や項目名は当センターで加

 
29 寺下貴美（2011）「第７回 質的研究方法論～質的データを科学的に分析するために～」『日本放

射線技術学会雑誌』67（４）、413－417 頁 

28　かながわ政策研究ジャーナル No.18　2025.3



  調査研究報告書１「意思決定支援」 
 

かながわ政策研究ジャーナル No.18 2025.3 29 
 

 

えたが、主に２及び３では記述内容の整理のみを行った。当センターの考察につい

ては、４で行った。 

２２  第第１１回回施施設設アアンンケケーートトのの整整理理  

以下は、障害者支援施設における意思決定支援の取組を促進する上で施設職員が

重要と考えていることについて、第１回施設アンケートの記述内容の要素を取り出

し、整理したものである。 

（（１１））  意意思思決決定定支支援援をを取取りり巻巻くく状状況況とと課課題題  

アア  意意思思決決定定支支援援をを取取りり巻巻くく状状況況とと施施設設側側のの取取組組  

意思決定支援は一律の支援でないことから、利用者本人の理解とともに、

利用者それぞれに対応した個別支援を行うことが必要であるが、入所施設で

の集団生活では、個別支援が難しい部分もある。また、職員それぞれが意思決

定支援の主旨を理解しても、職員不足の現状では、理想とする支援の追求が

できないことがある。さらに、利用者が長年の施設入所により地域や家族と

疎遠になり、孤立・孤独化している現状がある。そうしたことから、意思決定

支援といっても、現在のサービス等利用計画・個別支援計画の作成と変わら

ないのではないか。これらの課題を抱えながら、実際の現場では「入所者への

サービス」「内部で完結しない外とのつながり」などに取り組むことになる。

このとき、支援の担い手である職員自身のゆとりや心の安定は必要である。 

イイ  意意思思決決定定支支援援のの取取組組のの課課題題とと方方策策  

現状として、意思決定支援を理解しても、業務量の増加と人手不足で手が

回らない。しかし、人手の余裕がないと、意思決定支援を施設に位置付けるの

は難しい。それでも、生活支援員が真摯に穏やかな気持ちで利用者に向き合

うためには、加算ありきの報酬体系30の見直しだけでなく、直接利用者を支援

する業務以外の事務的業務量の軽減、支援員のメンタルやモチベーション維

持を含めた支援職員への配慮が必要になる。 

これらの課題への方策として、分かりやすいフォーマットの作成、スタッ

フ同士でゆっくり考えるための一定時間を確保できる人材の配置と支援体制

の整備がある。 

（（２２））  意意思思決決定定支支援援でで第第三三者者のの関関わわりりががああるるここととのの有有効効性性  

意思決定支援として、場面ごとの記録が重要になる。意思表出ができる利用

者には、要望に沿える支援計画を立てる。言葉での意思表出が難しい利用者に

は、日々の行動や表情から本人が好きな事や楽しいと思える事を観察する。そ

の上で、他職員・家族・関係機関と相談しながら支援を行うことが望ましい。    

 支援員は、思いに向き合えば向き合うほど迷い、悩むことがあり、他の専門職

や第三者の助言や意見を取り入れた支援を求めている。意思決定支援では家族

 
30 障害福祉サービスに係る報酬は、サービスごとの基本報酬に対して、要件を満たすごとに加算

する体系になっている。 
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や行政など施設外の人たちとの関わりがあるが、例えば、日頃から本人・家族・

施設職員を含め、様々な支援者が入った会議を開催する雰囲気作りに取り組む

ことや、利用者の生活の幅を広げるに当たって、その根拠となる多様な経験の

個人的記録を積み重ねることなどで、利用者の支援の方向を絞ることができる。 

（（３３））  意意思思決決定定支支援援のの流流れれのの共共有有とと支支援援のの言言語語化化  

アア  意意思思決決定定支支援援のの流流れれのの共共有有とと状状況況のの把把握握  

現状として、利用者の意思の受け止め方は支援員ごとに異なる。そのため、

利用者の取組を豊かにするためには、意思決定支援の流れと個々の情報の共

有が必要になる。ただ、意思決定支援の仕組み作りに当たって、職場の人手不

足・多忙な日常業務が課題となる。 

それでも、ケアマネジメント31手法を通した全体像の把握として、すべてが

できていなくても、自分たちの取組がどのような状態にあるかを把握する共

通認識は求められる。このとき、全体像を把握するために、家族・支援者、福

祉関係以外の関係諸機関（医療機関等）の理解を促進し、関係構築に取り組む

必要がある。 

イイ  支支援援のの言言語語化化 

利用者の選択について、職員が「違う」（間違い）と判断することもありう

る。その場合は、利用者がその選択をした理由に反応（なぜその選択をしたの

か評価）ができるくらいのやり取りができるとよい。この取組は、なんとなく

（普段意識せずに）できていることを言語化・理解することでもある。この取

組を意識的に行うことで、支援の質の向上につながる。その上で、支援員はで

きる限りのサポートを行い、本人のできることを信じ、目標に向けて取り組

んでもらうことで、利用者の声が聞き取れる信頼関係を形成・維持できる環

境となる。これらの取組には、俯瞰的視点が必要である。 

３３  第第２２回回施施設設アアンンケケーートトのの整整理理  

以下は、障害者支援施設における意思決定支援の取組を促進する上で施設職員が

重要と考えていることについて、第２回施設アンケートの記述内容の要素を取り出

し、整理したものである。 

（（１１））  支支援援のの連連続続性性とと課課題題    

意思決定支援には、これまでの支援との連続性を見出すことができる。この

とき、支援の連続性を支援員が理解し、また、利用者主体ではない部分に対し

て修正していくことを重視する。さらに、利用者が支援チームの中で発言がで

きる機会を作ることも求められる。加えて、「障害者支援施設での意思決定支援」

 
31 利用者が地域社会による見守りや支援を受けながら、地域での望ましい生活の維持継続を阻害

する様々な複合的な生活課題（ニーズ）に対して、生活の目標を明らかにし、課題解決に至る道

筋と方向を明らかにして、地域社会にある資源の活用・改善・開発を通して、総合的かつ効率的

に継続して利用者のニーズに基づく課題解決を図っていくプロセスと、それを支えるシステム。

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部『相談支援の手引き［第２版］』2024 年３月） 
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の課題（利用者にとっての障害福祉サービスの使いにくさ、報酬体系、人材不

足など）を軽減・解消するためのアプローチ（協議会等の活用、人材育成など）

に取り組む必要がある。 

これまでの支援との連続性を持った意思決定支援の具体的な取組として、次

のような例がある。①本人の意思を推定する際に役立つ、家族の意思決定支援

会議への参加を促す。②第三者の視点の導入や、利用者の意思確認を行った上

で、活用できるサービス等に関する情報収集をチームで行う。③「外出」では、

本人の興味や関心がある事を見つけ、自発的な商品の選択を促す。 

その他にも、家族や第三者を含めた会議の設定、施設外の人的サービスなど

社会資源の充実、意思決定支援の手段の浸透や入所施設の役割の明確化などが

意思決定支援促進の上での課題である。 

そして、これらの課題の軽減・解消に取り組むことで、社会全体の理解も進

む。  

（（２２））職職場場環環境境とと支支援援のの評評価価体体制制のの整整備備 

体制整備の課題として、現状では職員の慢性的な欠員状況がある。その理由

として、業務の大変さや低賃金による意欲の低下などがある。対策として、意

思決定支援を評価する体制整備や職員の精神的負担への配慮などがあり、これ

らの取組によって支援員が穏やかに利用者と接し支援する環境形成を促すこと

になる。そして、このような職場環境の整備によって、意思決定支援は自ずと

定着すると考えらえる。 

加えて、支援員は直接支援の中で具体的支援を学びたくても、実践の振り返

りを施設全体で共有できていない場合もあることから、施設全体で評価を行う

体制の構築が必要である。 

（（３３））働働きき方方とと職職場場内内外外ととのの関関係係                        

意思決定支援では、労働者の権利も考慮し、過重労働にならない配慮を必要

とする。そのためにも、業務の効率化を一層進め、利用者について考えること

ができる時間の確保が求められる。また、入所歴が長い利用者ほど選択肢が固

定されがちになるため、支援員は利用可能な社会資源や地域とのつながりを創

意工夫することになる。このため、職場は「全職員がノウハウを覚え、実行で

きる組織」として、利用者の希望や要望を丁寧に聞き取り、アセスメントした

上で職場内に情報共有を行う一方で、外部との協力関係の構築に取り組むこと

になる。 

（（４４））支支援援員員がが「「利利用用者者のの意意思思」」をを支支援援にに生生かかすす取取組組ととそそののたためめのの環環境境整整備備  

社会体験を通した利用者の選択肢を拡大するためには、忙しい日常的支援の

中でも、支援員が「利用者の意思」を支援に生かせる業務体制が必要である。

なぜなら、多忙な職場環境で働く中で、改めて意思決定支援の時間を取る事は

難しいからである。そのため、施設外の人たちとの関わり、利用者の言語の理

解度を確認する方法、伝え方に関する研修、及びアセスメントがしやすい環境
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整備などに取り組む必要がある。また、支援の機会は生活のあらゆる場面にあ

り、それぞれの場面で丁寧に取り組むための時間を必要とすることから、担当

が変わっても、それまでの支援を継続することが重要になる。 

（（５５））利利用用者者のの意意思思やや社社会会資資源源をを活活用用ししたた支支援援とと取取りり入入れれややすすささ 

利用者の意思は常に変化するため、現場が意思決定支援に取り組める時間と、

ヒアリングシートの作成に取り組むための環境整備が必要になる。また、社会

体験を通した選択肢の広がりを意識する必要もあるが、このとき家族の意見・

要望や過去の個人記録を尊重するとともに、利用者にまつわるあらゆる社会資

源や第三者の視点を必要とする。ただ、現状では人手不足のため、新しいこと

を始めることに負担感を感じやすい状況にあることから、施設内で意思決定支

援を展開するためには取り入れやすさ（導入のしやすさ）が重要である。 

（（６６））ケケアアママネネジジメメンントトのの必必要要性性－－意意思思決決定定支支援援のの方方向向性性とと懸懸念念  

アア  意意思思決決定定支支援援のの方方向向性性とと懸懸念念  

「意思決定支援」の用語を使わなくても、内容が意思決定支援の取組にな

る環境や仕組みを作る際には、会議や記録の在り方、実際の支援の展開、外部

の事業所との連絡調整について、これまでの施設の在り方にとらわれず工夫

を重ねる必要がある。一方で、意思決定支援を受け地域生活移行を選択する

利用者はいることから、入所者や生活介護利用者の減少に伴い施設の収入は

減少し、経営的負担が増える。また、慢性的な人手不足もあり、日々の支援や

第三者との関わりなどが、職員負担につながることの懸念はある。 

イイ  ケケアアママネネジジメメンントトのの必必要要性性  

施設全体で意思決定支援に取り組むために、第三者の協力の充実は不可欠

であるが、支援によって直ちに良い結果を出すことは難しい。それでも、支援

の変化に伴い利用者にも何らかの変化はある。このとき、（第三者の視点を導

入するために）支援員と利用者の変化を施設内の他の支援員に示し続けるこ

とは必要である。また、利用者の意思に基づいた支援を継続的に行うために

は、職員や家族以外の人物や関係機関を含めたカンファレンスでの日程調整

等を担うポストの設置などを検討する必要がある。 

４４  整整理理をを踏踏ままええたた考考察察  

以上のように、第１回施設アンケートからは、第三者の関わりの有効性、意思決

定支援の流れの共有や支援の言語化等の課題がみられた。第２回施設アンケートか

らは、支援の連続性、職場環境、利用者の意思を支援に生かす環境整備、ケアマネ

ジメントの必要性等について課題が具体的に示された。 

意思決定支援の全県展開に当たって、障害者支援施設の職員目線からの課題とし

て位置付けるために、本章の２と３で施設職員の意見を集約して得られた上述の論

点を「個別支援と施設の支援体制」の視点から整理する。 

一つは、利用者に関して完全な理解に至らなくても、個別支援を取り巻く状況を
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整備などに取り組む必要がある。また、支援の機会は生活のあらゆる場面にあ

り、それぞれの場面で丁寧に取り組むための時間を必要とすることから、担当

が変わっても、それまでの支援を継続することが重要になる。 

（（５５））利利用用者者のの意意思思やや社社会会資資源源をを活活用用ししたた支支援援とと取取りり入入れれややすすささ 

利用者の意思は常に変化するため、現場が意思決定支援に取り組める時間と、

ヒアリングシートの作成に取り組むための環境整備が必要になる。また、社会

体験を通した選択肢の広がりを意識する必要もあるが、このとき家族の意見・

要望や過去の個人記録を尊重するとともに、利用者にまつわるあらゆる社会資

源や第三者の視点を必要とする。ただ、現状では人手不足のため、新しいこと

を始めることに負担感を感じやすい状況にあることから、施設内で意思決定支

援を展開するためには取り入れやすさ（導入のしやすさ）が重要である。 

（（６６））ケケアアママネネジジメメンントトのの必必要要性性－－意意思思決決定定支支援援のの方方向向性性とと懸懸念念  

アア  意意思思決決定定支支援援のの方方向向性性とと懸懸念念  

「意思決定支援」の用語を使わなくても、内容が意思決定支援の取組にな

る環境や仕組みを作る際には、会議や記録の在り方、実際の支援の展開、外部

の事業所との連絡調整について、これまでの施設の在り方にとらわれず工夫

を重ねる必要がある。一方で、意思決定支援を受け地域生活移行を選択する

利用者はいることから、入所者や生活介護利用者の減少に伴い施設の収入は

減少し、経営的負担が増える。また、慢性的な人手不足もあり、日々の支援や

第三者との関わりなどが、職員負担につながることの懸念はある。 

イイ  ケケアアママネネジジメメンントトのの必必要要性性  

施設全体で意思決定支援に取り組むために、第三者の協力の充実は不可欠

であるが、支援によって直ちに良い結果を出すことは難しい。それでも、支援

の変化に伴い利用者にも何らかの変化はある。このとき、（第三者の視点を導

入するために）支援員と利用者の変化を施設内の他の支援員に示し続けるこ

とは必要である。また、利用者の意思に基づいた支援を継続的に行うために

は、職員や家族以外の人物や関係機関を含めたカンファレンスでの日程調整

等を担うポストの設置などを検討する必要がある。 

４４  整整理理をを踏踏ままええたた考考察察  

以上のように、第１回施設アンケートからは、第三者の関わりの有効性、意思決

定支援の流れの共有や支援の言語化等の課題がみられた。第２回施設アンケートか

らは、支援の連続性、職場環境、利用者の意思を支援に生かす環境整備、ケアマネ

ジメントの必要性等について課題が具体的に示された。 

意思決定支援の全県展開に当たって、障害者支援施設の職員目線からの課題とし

て位置付けるために、本章の２と３で施設職員の意見を集約して得られた上述の論

点を「個別支援と施設の支援体制」の視点から整理する。 

一つは、利用者に関して完全な理解に至らなくても、個別支援を取り巻く状況を
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含めた現状の把握を試みる点である。基本的に、利用者本人の理解とともに、利用

者それぞれに対応した個別支援を行うこと、また施設職員が個人レベルで「なんと

なくできていること」を言語化・理解することで、全体の支援の質の向上を目指す

ことができる。ただ、人手不足の現状や利用者の高齢化・重症化に伴う業務増加に

より、意思決定支援を施設に取り入れる際には様々な課題が想定される。そのため

に、意思決定支援の導入・展開に当たっては、施設内での取り入れやすさが求めら

れる。例えば、事務的業務量削減のための分かりやすいフォーマットの用意などに

より、施設職員の業務時間内に多少なりとも時間の余裕を確保することで、利用者

について施設職員間で共有する時間や支援の振り返りなどに充てることができる。 

もう一つは、ケアマネジメントの視点を通した施設内外の関係構築である。施設

全体で意思決定支援を展開するために、俯瞰的視点に立ち、施設内外の状態を把握

する。例えば、施設内で日常的支援と意思決定支援のつながりを見出す仕組みを作

る。他方で、利用者の意思が常に変更しうる中で、施設外との関係として外出支援

など利用者の選択肢の拡大を想定した意思決定支援を障害者支援施設の取組とす

る。これらの取組によって、利用者の意思を支援に生かし、施設全体で意思決定支

援を展開する方向に近づく。 

さらに、これら二つの取組では、施設の側に職員の処遇改善や施設役割の明確化 

が求められる。また、施設外の関係機関や地域の人たちに意思決定支援の取組を示 

すことは、福祉関係者だけでなく、社会全体の意思決定支援への理解を促すことに

もなる。 
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第第７７章章  外外出出支支援援がが利利用用者者のの意意思思決決定定支支援援ににももたたららすす効効果果 
～～人人間間関関係係やや社社会会関関係係にに着着目目ししてて～～ 

第６章では、障害者支援施設の職員からみた意思決定支援を促進するための課題

を二つ示した。一つは、利用者に関して完全な理解に至らなくても、個別支援を取

り巻く状況の把握を試みることである。もう一つは、ケアマネジメントの視点を通

した施設内外の関係構築である。ただし、この二つの課題を関連付けたとき、意思

決定支援における施設内外の取組の関係性を明らかにする必要がある。 

そこで本章では、利用者の日々の様子及び支援の内容などの把握を目的として、

「人間関係や社会関係を広げる」ことを意図した外出支援が、利用者の意思決定支

援にどのような効果をもたらしているかを明らかにするため、施設へのヒアリング

とともに、実際の支援現場において利用者と支援員双方の観察を行う。 

具体的には、障害者支援施設・法人を対象として、ヒアリング及び同行観察32によ

る調査を行った。対象としたのは、ヒアリングについて県外２法人（あだちの里、

清心会）、同行観察について県内２施設（津久井やまゆり園、カビーナ貴志園）であ

る。このうち県外２法人については、①利用者及び施設とも「地域と共に」を掲げ

た支援の取組を示している、②法人が入所施設以外に通所施設も有している、③ホ

ームページで施設職員の働き方に言及している、の３点に着目して選定した。なお、

同行観察を行った施設においても、若干のヒアリングを行った。前半では、ヒアリ

ング・同行観察を行った県内外の障害者支援施設・法人の調査結果を記述・分類す

る33。後半では、調査を通して得られた知見について整理・考察を行う。 

なお、本章では調査結果の内容を強調する場合には直接発言内容の引用を行った。

それ以外の内容は、要約等を行い、本文中で参照している。 

１１  障障害害者者支支援援施施設設・・法法人人へへののヒヒアアリリンンググ等等  

（（１１）） 社社会会福福祉祉法法人人かかななががわわ共共同同会会  津津久久井井ややままゆゆりり園園（（神神奈奈川川県県相相模模原原市市））  

アア  ヒヒアアリリンンググ  

津久井やまゆり園でのヒアリングからは、意思決定支援における効果とし

て、次の２点が読み取れた。 

（（アア））  意意思思表表出出をを記記録録すするる  

第５章で取りあげた個別支援レベルの記録の分析で確認したように、県

の取組に先行した意思決定支援の取組が、津久井やまゆり園で行われてき

た。その取組の概略について、担当者である小林氏は次のように説明する。  

半半年年ごごととににササーービビスス担担当当者者会会議議でで「「好好ききなな生生活活」」ににつついいてて利利用用者者をを

踏踏ままええてて話話しし合合っってておおりり、、会会議議のの場場ででははアアセセススメメンントトシシーートトををササーービビ

 
32 実施に当たっては、あらかじめ当センターから、又は施設を通して本人及び家族に調査の趣旨

を説明し、書面で同意を得た。 
33 伊藤修一郎（2022）『政策リサーチ入門 [増補版]』、4－5頁．伊藤の整理によれば、政策リサー

チの中で「現状確認型リサーチ（記述・分類）」と位置付けられる。 
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第第７７章章  外外出出支支援援がが利利用用者者のの意意思思決決定定支支援援ににももたたららすす効効果果 
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り巻く状況の把握を試みることである。もう一つは、ケアマネジメントの視点を通

した施設内外の関係構築である。ただし、この二つの課題を関連付けたとき、意思

決定支援における施設内外の取組の関係性を明らかにする必要がある。 

そこで本章では、利用者の日々の様子及び支援の内容などの把握を目的として、

「人間関係や社会関係を広げる」ことを意図した外出支援が、利用者の意思決定支

援にどのような効果をもたらしているかを明らかにするため、施設へのヒアリング

とともに、実際の支援現場において利用者と支援員双方の観察を行う。 

具体的には、障害者支援施設・法人を対象として、ヒアリング及び同行観察32によ

る調査を行った。対象としたのは、ヒアリングについて県外２法人（あだちの里、

清心会）、同行観察について県内２施設（津久井やまゆり園、カビーナ貴志園）であ

る。このうち県外２法人については、①利用者及び施設とも「地域と共に」を掲げ

た支援の取組を示している、②法人が入所施設以外に通所施設も有している、③ホ

ームページで施設職員の働き方に言及している、の３点に着目して選定した。なお、

同行観察を行った施設においても、若干のヒアリングを行った。前半では、ヒアリ

ング・同行観察を行った県内外の障害者支援施設・法人の調査結果を記述・分類す

る33。後半では、調査を通して得られた知見について整理・考察を行う。 

なお、本章では調査結果の内容を強調する場合には直接発言内容の引用を行った。

それ以外の内容は、要約等を行い、本文中で参照している。 

１１  障障害害者者支支援援施施設設・・法法人人へへののヒヒアアリリンンググ等等  

（（１１）） 社社会会福福祉祉法法人人かかななががわわ共共同同会会  津津久久井井ややままゆゆりり園園（（神神奈奈川川県県相相模模原原市市））  

アア  ヒヒアアリリンンググ  

津久井やまゆり園でのヒアリングからは、意思決定支援における効果とし

て、次の２点が読み取れた。 

（（アア））  意意思思表表出出をを記記録録すするる  

第５章で取りあげた個別支援レベルの記録の分析で確認したように、県

の取組に先行した意思決定支援の取組が、津久井やまゆり園で行われてき

た。その取組の概略について、担当者である小林氏は次のように説明する。  
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32 実施に当たっては、あらかじめ当センターから、又は施設を通して本人及び家族に調査の趣旨

を説明し、書面で同意を得た。 
33 伊藤修一郎（2022）『政策リサーチ入門 [増補版]』、4－5頁．伊藤の整理によれば、政策リサー

チの中で「現状確認型リサーチ（記述・分類）」と位置付けられる。 
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スス管管理理責責任任者者、、家家族族、、本本人人とと共共有有ししてていいるる。。ここののとときき、、外外出出やや通通所所のの

記記録録はは、、そそのの人人のの支支援援のの基基ににななるる記記録録ででああるる。。利利用用者者のの好好ききななももののにに

つついいてて、、家家族族かからら本本人人ののエエピピソソーードドをを聞聞ききななががらら、、ここののよよううなな体体験験をを

ししててここううななっったたとと利利用用者者のの様様子子もも記記録録ししてていいるる。。たただだ、、記記録録かからら情情報報

をを抽抽出出ししてておおかかなないいとと、、記記録録をを作作っっててもも流流れれてて行行っっててししままうう。。そそここでで

津津久久井井でではは、、そそのの記記録録かからら情情報報をを抽抽出出ししてて、、アアセセススメメンントトシシーートトににまま

ととめめてていいるるがが、、ここここままででのの取取組組ををチチーームムでで共共有有すするるここととがが課課題題ででははああ

るる。。  

「好きな生活」を主題に、利用者を含めてサービス担当者会議を開く。こ

のとき、外出や通所の記録なども支援のために有用な記録となる。例えば、

利用者との外出後に、同行した支援員は支援記録を書き、サービス担当者会

議で共有している。この外出支援の記録を含め、津久井やまゆり園では日々

の記録から情報を抽出し、アセスメントシートに記載することで、利用者、

家族、施設の支援員等で共有している。 

また、外出支援も、ただ外出したということではなく、支援の役に立てる

ために記録を残すことが重要である。ただし、費用の課題もあり、すべての

利用者が外部ヘルパーによる外出支援を利用できないので、外部ヘルパー

が使えない利用者については施設職員による外出を優先的に行っている。 

これらの外出経験の効果として、「違うところにも行きたい」「また行きた

い」など、外出の行先についての意思表出が増えたとのことである。このよ

うな意思決定支援の記録を付け、それを基に次の支援を計画する。このとき

の記録の仕方について、小林氏は次のように語る。 

好好ききななももののをを選選んんでで終終わわりりででははなないい。。選選んんだだここととのの結結果果もも共共有有ししてて

ほほししいい。。選選んんだだももののがが本本人人のの好好ききななももののででああるるととはは限限ららなないい。。支支援援員員

はは「「選選んんだだ」」とといいううここととででよよししととししててししままいいががちちだだがが、、例例ええばば飲飲みみ物物

ををどどれれににすするるかか聞聞いいてて、、ブブララッッククココーーヒヒーーをを選選んんだだがが、、苦苦くくてておおいいしし

くくなないいとと思思っったた、、とといいううととこころろままでで共共有有ししててほほししいい。。ココーーヒヒーーをを飲飲んん

だだ時時のの結結果果やや状状況況ままででをを記記録録すするるここととがが、、次次のの支支援援ににつつななががるる。。  

選択だけで終了とせずに、結果を共有する。なぜなら、選んだものが本人

の好きなものかを支援員が判断することが難しいからこそ、支援員は利用

者が選んだから良いと思い込まないように、購入後の反応を踏まえた結果

の共有が必要になる。この結果の共有に当たって、小林氏は「支援員の工夫

がいる。どのような表情だったかなど主観も含め書いてもらうことが大事

だ」とする。例えば、津久井やまゆり園では「笑った」だけでなく、「口角

が上がった」など、その場の状況を記録する。 

このような記録の付け方について、小林氏によれば、「結果と状況」を記

録・共有し、次の支援につなげることで、記録の内容は発展する。誰が担当

しても「支援の軸」に沿った適切な支援とすることができれば、利用者も「こ
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の人（たち）に言えば伝わる」と安心感が増えるとする。 

このように、外出などの経験を記録・共有し、利用者の個別支援にするこ

とで、利用者の意思表出は変わり、生活が穏やかになる。他方で、支援員の

支援もうまくなる。この循環を、小林氏は「意思決定支援は『エンパワメン

ト支援』でもある」と述べる。また、個別の支援目標に関しては、一人ひと

りの目標を支援員同士で共有し、それを踏まえた記録作成に取り組んでい

る。このことから、小林氏は「意思決定支援を、感覚的にしないことが必要

だ」と語る。 

（（イイ））  社社会会関関係係をを作作るる  

小林氏は、利用者の人間関係・社会関係について、次のように語る。  

いいろろいいろろなな人人とと関関わわるるここととがが大大事事だだとと考考ええてていいるる。。そそううししなないいとと、、

ササーービビスス提提供供者者とと利利用用者者のの関関係係でではは、、施施設設すすななわわちちササーービビスス提提供供者者がが

ででききるるここととがが利利用用者者ののででききるるここととののすすべべててににななっっててししままうう。。そそれれかからら、、

意意思思決決定定支支援援とといいっっててもも、、支支援援員員のの主主観観かからら離離れれらられれなないい。。そそううししたた

ここととででササーービビスス利利用用者者のの声声ががななくくななるるここととをを危危惧惧ししてておおりり、、第第三三者者のの

関関わわりりがが大大事事とと考考ええ、、津津久久井井ややままゆゆりり園園でではは社社会会福福祉祉協協議議会会ににボボラランン

テティィアアをを依依頼頼しし、、外外部部ののボボラランンテティィアアがが定定期期的的にに来来園園ししてていいるる。。来来園園

ししたたボボラランンテティィアアににはは特特定定のの利利用用者者とと関関係係性性をを作作っっててももららううここととでで、、

施施設設のの支支援援員員ででははなないい、、関関係係性性のの近近いい人人がが利利用用者者のの側側ににいいててももららええたた

ららとと考考ええてていいるる。。  

小林氏が、利用者がいろいろな人に関わることが大事だと語ることの背

景には、サービス提供者と利用者の関係性として「施設（サービス提供者）

ができることが利用者のできることのすべてになってしまう」ことへの危

惧がある。そのため、小林氏は第三者の関わりを重視する。例えば、津久井

やまゆり園では外部のボランティアに特定の利用者と関係性を作ってもら

い、支援員でない関係性の近い人を身近に置くことで、利用者の人間関係・

社会関係の構築を試みている。 

また、施設外の人たちとの関わりについて、小林氏は利用者が１人で外出

し、歩いて近くのバスセンターまで行って電話をかけてきた事例を挙げる。

この行動を「所在不明」「課題行動」と捉えたとき、それでは鍵をかけて外

に出ないように、となってしまう。それに対して小林氏は、この事例をスト

レングスモデル34で捉える。小林氏は、利用者が自身でバスセンターまで歩

いて行き、職員を呼び、施設に戻る手段を勝ち取った点に焦点を当て、この

経験から新たなスキルを利用者が身に付けてもらえたらと語る。このよう

に、津久井やまゆり園では、施設内外で利用者の社会関係の形成を試みてい

る。 

 
34 障害特性や問題行動等の「弱み」ではなく、利用者の「強み」や「ポジティブな特性」、「成長

の可能性」などに着目すること。 
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34 障害特性や問題行動等の「弱み」ではなく、利用者の「強み」や「ポジティブな特性」、「成長

の可能性」などに着目すること。 
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イイ  同同行行観観察察3355  

今回同行した利用者が暮らすユニットでは、本を集めている。集めた本は

個人のストックであり、今回同行観察を実施した外出は、その買い出しが目

的である。また、利用者は、施設内では自治会の取組や、社会福祉協議会や特

別支援学校と一緒に相模湖周辺の花壇に花を植えるといった活動にも参加し

ている。他にも、施設として地域の商店などと関係作りを行い、施設外とのつ

ながりを維持するよう努めている。 

以下では、センター職員が観察した、利用者及び支援員の様子を記載する。 

（（アア））  出出発発  

居住棟から、施設職員と一緒に利用者が出てくる。利用者は、施設職員を

離れ、支援員に近寄る。階段を上がり車に向かう間、支援員は世間話のよう

に今日の予定について話しかけていた。利用者は、車内でどこに乗ればよい

かを認識している。 

支援員が示したボードには、写真と共に「中古書店」36「洋菓子店」と書

かれたマグネットシートのカードが貼られており、裏面には、「いきさき」

として、上からカードを貼る空欄が二つ、「公園」「やまゆり園」が縦に並ん

でいる。支援員が利用者に一つずつ「いきさき」を説明し、「中古書店」と

「洋菓子店」について「どっちから行く？」と確認すると、すぐに利用者は

指さしで「中古書店」を選ぶ。その様子を見た支援員は、「まずは中古書店

ですね」と利用者に確認する。 

（（イイ））  中中古古書書店店  

店内で利用者は、立ち止まった棚で 15～20分程度かけ、手に取った本を

開き、棚に戻す。支援員は、棚から本を出し入れしにくい時に手伝うが、特

定の本を勧めたりはしない。利用者がひととおり本を選んだ様子を見て取

り、支援員が「ＯＫ？」と声を掛けると、利用者はうなずく。そして、レジ

に向かう途中で利用者は立ち止まり、入店後すぐに確認していたコーナー

から１冊の本を手元の本に加える。 

支援員が代金を支払い、店員は利用者にレジ袋に入れた本を渡す。すると、

利用者は自分の意思が伝わっていないと思ったのか、購入した袋を手にし

なかった。利用者は、カウンター越しにテーブルの奥の方へ視線を送り、何

かを求めている様子だった。このとき、店員、支援員も不安そうだったが、

利用者の振る舞いから、レジ袋をセロハンテープで留めることを求めてい

ると認識し、店員が改めてテープを貼ってから渡すと、利用者は納得した様

子で受け取った。その後、支援員と利用者は、本の購入が終了したことと次

の行先を確認する。 

 
35 外部の完全有償余暇支援事業所の支援員による外出支援に同行した。 
36 実際には具体的な店舗名でやり取りがなされていたが、プライバシー保護の観点から一般名称

に置き換えている。以下同じ。 
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（（ウウ））  洋洋菓菓子子店店  

入り口で支援員がかごを渡し、利用者は店内を見て歩く。利用者は最初、

顔を寄せて商品を見ていた。適宜、支援員から「がんばろう」「そろそろ決

めようか」と声掛けがある。利用者は焼き菓子の棚からパンケーキを手に取

るが、いったん棚に戻す。少し時間が経ってから同じパンケーキをかごに入

れ、レジに向かう。店員が「すぐにご利用になられますか」と確認すると、

利用者は小さくうなずく。 

退店後に車に戻ると、支援員は訪問先のカードを示し、洋菓子店での買い

物が終了したことを利用者に確認し、次の行動について「公園に行く？食べ

る？」と聞くと、利用者はうなずく。 

（（エエ））  公公園園    

到着後、利用者は公園のイスに座り、菓子店で購入したパンケーキの包装

を自分では開封せず、支援員が開けるのを待つ。支援員が開封すると、パン

ケーキを食べる。食後に、支援員が「ジュース買う？」と聞くと、利用者は

うなずき、公園内の自動販売機の方へ歩く。支援員が利用者に小銭を渡し、

利用者は自分で自動販売機に小銭を投入する。次に支援員が「（欲しい商品

は）どれ？」と確認すると、利用者は３段のうち下の段を見ていたが、最終

的に真ん中の段にある商品を選び、購入する。続けて、支援員が「飲んでい

く？車で飲む？」と確認すると、利用者は車に向かって歩き始める。車の中

で、支援員と利用者はやまゆり園に戻ることを確認した。 

（（２２））  社社会会福福祉祉法法人人ああだだちちのの里里（（東東京京都都足足立立区区））  

アア  施施設設概概要要（（希希望望のの苑苑））  

あだちの里では、重度知的障害者が生活する入所施設「希望の苑」（法人本

部に隣接）を見学した。  

（（アア））  構構造造  

全体で 60名が入所し、そのうち 41名が強度行動障害である。 

３階：男性のみ４ユニット。リビングのような広めのスペースで過ごしてい

る。 

２階：男女で７ユニット。居室やロビーなどで過ごしている。 

すべて個室である。また、２階及び３階には一部短期入所のためのユニッ

トがある。近年、介助を必要とする入所者の増加に伴い、小便器を新設し、

個室は車椅子の利用者でも介助できる大きなスペースにする改修を行った。

各フロアには汚物等で汚してしまった場合のために、シャワー設備などが

ある。このような改修は毎年のように実施しているが、改修の設計には現場

職員が必ず入り、現場の意見を反映した改修を行っている。 

（（イイ））  居居室室等等  

事故時などに備え、透明性を確保するため、プライバシーに配慮しながら、
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は）どれ？」と確認すると、利用者は３段のうち下の段を見ていたが、最終

的に真ん中の段にある商品を選び、購入する。続けて、支援員が「飲んでい

く？車で飲む？」と確認すると、利用者は車に向かって歩き始める。車の中

で、支援員と利用者はやまゆり園に戻ることを確認した。 

（（２２））  社社会会福福祉祉法法人人ああだだちちのの里里（（東東京京都都足足立立区区））  

アア  施施設設概概要要（（希希望望のの苑苑））  

あだちの里では、重度知的障害者が生活する入所施設「希望の苑」（法人本

部に隣接）を見学した。  

（（アア））  構構造造  

全体で 60名が入所し、そのうち 41名が強度行動障害である。 

３階：男性のみ４ユニット。リビングのような広めのスペースで過ごしてい

る。 

２階：男女で７ユニット。居室やロビーなどで過ごしている。 

すべて個室である。また、２階及び３階には一部短期入所のためのユニッ

トがある。近年、介助を必要とする入所者の増加に伴い、小便器を新設し、

個室は車椅子の利用者でも介助できる大きなスペースにする改修を行った。

各フロアには汚物等で汚してしまった場合のために、シャワー設備などが

ある。このような改修は毎年のように実施しているが、改修の設計には現場

職員が必ず入り、現場の意見を反映した改修を行っている。 

（（イイ））  居居室室等等  

事故時などに備え、透明性を確保するため、プライバシーに配慮しながら、
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カメラ映像を２週間～１か月間保存している。全介助の利用者の場合には、

ＩＣＴ技術により起床等による利用者の体重移動の状況について職員側で

の把握が可能である。自立訓練棟には、敷地内で隣接した、グループホーム

やアパートを模した部屋がある。 

食事については、入所者の高齢化が進み、食事介助が必要な人が増えたこ

とから、各フロアの活動室を食事場所とし、利用者は時間差で食事を取るこ

ととした。なお、自閉傾向にある利用者向けには、食事スペースに衝立を用

意している。また、別料金での補食や、職員とコンビニでおやつを購入する

機会もある。 

イイ  ヒヒアアリリンンググ  

（（アア））  利利用用者者のの日日常常生生活活ににつついいてて  

日中は、創作活動、ウォーキングなどの運動、清掃などの自立訓練を行っ

ている。日々の利用者の情報について、グループウェアで服薬や対応の変更

などを職員間で共有している。すべての常勤職員にグループウェアのアカ

ウントを与えており、非常勤職員にはリーダーから必要事項を伝えている。

また、朝礼と夕礼で重要事項や通院履歴など様々な記録の共有と申し送り

を行っている。 

（（イイ））  意意思思決決定定支支援援ににつついいてて  

ａａ  利利用用者者委委員員制制度度  

利用者の中から利用者委員を選任し、日中活動の内容や行事への参加方

法などを話し合い、運営に反映している。例えば、他の利用者から意見を

集め外出先を決めたり、隣の通所施設からパンを仕入れ、他の利用者や施

設職員に売るイベントなどを催した。このような利用者の取組を、施設側

は利用者が「自分たちのことは自分たちで決める」自治活動として位置付

け、フロアごとに１人配置している担当者が支援している。また、発話が

難しい利用者に関しても、絵カードやタブレットを活用し、委員として自

治会活動に参加している。 

ｂｂ  タタブブレレッットト  

施設内にセキュリティ Wi-Fi を導入し、タブレットを１フロアに３台

配置した。利用者に映像を見せ、欲しい物や行きたい場所の検索などに活

用している。この取組により、視覚的に情報が入ることで、利用者が日常

生活で安心する場面があり、支援員の負担軽減につながっている。また、

福祉事業者向けのソフトウェアを使い、バイタル情報なども記録している。

利用者を見守る場で情報を入力し共有できることから、業務時間は短縮す

る。 

ｃｃ  社社会会体体験験ににつついいてて  

利用者一人ごとに外出支援を最低年 12 回行っている。以前は、担当者
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により外出頻度にばらつきがあり、外出支援に熱心な支援員に実施が集中

していた。そこで担当者全員が年 12回は頑張ろうと、支援員側で「年 12

回」の外出支援の回数を決めた。 

１回の外出では、利用者３人くらいが集まり行動する。朝食後すぐに出

掛けて丸１日の外出や、夕食を兼ねてイルミネーションを見に出掛け、21

時頃戻るなど長時間の外出もある。また、近所の美容室に頻繁に髪を切り

に行く利用者、少し遠くても気に入った美容室を選ぶ利用者もいる。普段

は衣料品店や書店等で買い物をしているが、年１回は事業者を施設に呼び、

洋服販売を行っている（利用者には事前にチラシを見せている）。中には

気に入った服を購入し、早速着替えて職員に見せにくる利用者がいる。 

ｄｄ  支支援援体体制制ににつついいてて  

 個別支援計画の面談は、原則として年３回（支援計画立案、モニタリン

グ、総括）実施し、利用者も同席している。共生推進本部室職員が、「工

夫した外出計画などは職員にとっても楽しいのではないか」と問い掛ける

と、あだちの里の管理職からは次のような応答があった。 

職職員員ととのの面面談談でではは、、大大変変だだがが仕仕事事はは楽楽ししいいととのの声声ががああるる。。施施設設のの

車車をを運運転転すするるににはは安安全全運運転転ががででききてていいるるかかののチチェェッッククをを受受けけるる必必

要要ががあありり、、以以前前はは事事故故のの不不安安かからら施施設設のの車車のの運運転転をを敬敬遠遠すするる職職員員がが

多多かかっったたがが、、最最近近ははチチェェッッククをを受受けけてて積積極極的的にに外外出出支支援援ををすするる職職員員

がが増増ええててききたた。。  

 楽しく利用者の支援計画を作成できることが、職員のモチベーションに

なる。このモチベーションを維持するため、あだちの里では職員の労働環

境が良好なものとなるよう、次のような取組を行っている。例えば、東京

都が用意した居住支援特別手当に上乗せして、法人独自の手当を支給して

いる。職員の休日については、曜日による不公平が生じないよう、全員一

律の休日日数としている。また、有給休暇は最低年５日取得を義務とし、

入職１年目は 15日、２年目以降 20日を付与している。消化率は、年によ

り５～７割程度である。なお、これらを踏まえプライベートを重視する若

い職員も極力希望が叶うようシフトを作っている。 

施設の支援環境としては、利用者と職員の人数比は 1.5：1 の割合とな

っており、日中業務としては比較的余裕はある。ただし、夜勤などの変則

勤務もあり、常にすべての職員を充てることはできないことから、まだ職

員数が十分とは考えていない。これまで勤務体制として、支援内容で担当

する職員を分けていたが、当事者意識を持てるよう、現在は支援内容を超

えて全員で利用者を見る体制になっている。 

医療機関との協力体制としては、週に一度理学療法士から助言を受けて

いる。他にも、作業療法士と言語聴覚士が、それぞれ月に一度来所し、評

価・訓練を受けている。さらに歯科・内科・眼科・精神科・皮膚科の医師
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にも往診に来てもらい、必要に応じて通院している。なお、重度知的障害

や強度行動障害があることで、入院や通院を断られることもあり、必要な

医療が受けられないことが課題となっている。 

ｅｅ  地地域域ととのの関関わわりり  

当該施設は足立区内唯一の施設であることから、「区民に使ってほしい」

との区の要望があり、利用者は、住民票が足立区にある人に限られている。

また、区内に住んでいる職員も多く、利用者と同じ地域に住み地域を知っ

ていることから、支援にもメリットが生じている。さらに、法人として通

所施設と入所施設があることから、利用者が通所から入所へ移行した場合

であっても顔見知りの職員がいることになり、利用者家族からは、入所に

当たり安心だと言われることがある。この関係性には、利用者と顔見知り

でない職員にとっても、同じ施設内で利用者のことを聞けるメリットがあ

る。 

なお、施設として外泊の制限はなく、週末をまたいでの外泊、土日だけ

でなく平日に外泊を選ぶ利用者もいる。ショートステイなどの入所時の面

談では、既往歴や幼少時のことも聞いているが、分からない点がある場合

は過去に利用した他の施設に問い合わせ、十分な情報を得られないときは、

通学していた特別支援学校から情報を得ることもある。 
また、別の施設に移行する際には、本人の意思を聞きながら移行先につ

いて検討する。例えば、高齢になり、要介護度が上がった利用者の有料老

人ホームへの移行の際にも、本人の意思を含めて会議を続けることで、本

人の希望に沿った支援を行った。 

（（３３）） 社社会会福福祉祉法法人人唐唐池池学学園園  貴貴志志園園  カカビビーーナナ貴貴志志園園（（神神奈奈川川県県綾綾瀬瀬市市））  

アア  ヒヒアアリリンンググ  

利用者（Ａ氏、Ｂ氏）37への同行観察の前に、担当支援員である渡辺氏へ簡

単なヒアリングを行った。外出を通じて利用者にどのような変化があったか

と質問すると、渡辺氏は次のように説明する。 

人人そそれれぞぞれれだだがが、、生生活活のの幅幅がが広広ががりり、、ででききるるここととがが広広ががっったた。。ああるる利利

用用者者（（同同行行ししたた２２名名ででははなないい））はは、、希希望望ししてていいるる目目的的地地がが遠遠いいここととももああ

りり、、今今ででききるるここととかからら一一つつ一一つつ取取りり組組んんででいいるる。。靴靴をを選選びびにに行行くく、、ババスス

にに乗乗るるななどどのの「「練練習習」」ををすするるここととでで、、徐徐々々にに１１人人ででででききるるここととがが広広ががっっ

たた。。今今回回外外出出すするる２２人人はは、、ここれれままでではは土土日日のの時時間間がが暇暇だだっったたがが、、現現在在はは

外外出出がが楽楽ししみみのの一一つつににななっったた。。ままたた、、月月１１回回はは外外出出をを通通ししてて友友達達等等とと会会

話話をを楽楽ししみみななががららおお酒酒をを飲飲みみにに行行けけるるよよううににななっったたここととでで、、そそれれままででのの

期期間間はは飲飲酒酒もも我我慢慢ででききるるよよううににななりり、、外外出出時時以以外外ににははおお酒酒ををほほととんんどど飲飲

ままななくくななっったた。。  

 
37 ２名とも発話可能な利用者である。 
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また、普段は施設以外の人と話す機会はないが、外出することで、地域の人

たちと出会うことがある。今回の同行観察では、第三者として関わったセン

ター職員に対して、利用者から「面白かったよ」との反応があった。このやり

取りについて、渡辺氏は「園の外の人と関わることがあまりないので、嬉しか

ったのだろう」と利用者の行動を解説する。 

 この取組の企画段階では、施設内に「飲酒の機会が刺激になって止められ

なくなるのではないか」との意見もあった。ただ、この意見も外出時の飲酒の

禁止を求めたものではない。外出時の飲酒をした後どのように本人に関わる

のか、本人にとっての飲酒の意味なども考えて実施することが大事であると

改めて共有する中で、「本人の希望に沿ってやってみよう」「やってみた結果

をみて再度考えてみよう」ということになり、外出支援の方針が決まった。 

 結果として、渡辺氏は日々の生活での飲酒制限を利用者と約束した上で、

飲酒機会の確保を意図した外出経験は効果があったとする。例えば、飲酒の

機会のある外出を始めてから、利用者の１人はお酒を買うことが減り、半年

から１年くらいの長い時間をかけてうまくお酒が飲めるようになった。なお、

外出の企画書に本人の希望を書き込んでおり、実際の外出記録については他

の職員も見られるように共有している。 

 その他にも、施設内で利用者の意見を聞く仕組みとして、利用者の自治会

があり、「喧嘩しない」「暴言は嫌だ」など、理想の施設での暮らし方について

話し合っている。自治会には支援員も関わりながら、１～２か月に１度開催

し、通所利用者・入所利用者とも集まれる人が集まっている。 

イイ  同同行行観観察察3388  

（（アア））  出出発発  

支援員が車の準備ができたと声を掛けると、利用者たちは自分で１階玄

関に降りて園の車に乗り込む。このとき渡辺氏の声掛けを受けて、利用者は

シートベルトを着用する。センター職員の１人がシートベルトの位置に戸

惑っていると、利用者Ａが「ここだよ」とシートベルトの位置を伝えてきた。 

外出の際には、様々な条件を考慮する必要があり、行ける範囲も限られ、

その中で支援員が候補となる店を探してきた。今回の温浴施設39及び飲食店

でも、利用者が他の店舗を利用した実績を踏まえて決まっていった。外出は、

基本的に月１回行っているが、支援員の勤務時間のどこに外出の時間を入

れるかなど、スタッフ同士で協力して調整している。これらの取組について

渡辺氏は、外出し一緒に入浴や食事を取ることで、利用者との関係が深まる

などのメリットを挙げる。このとき施設側では、外出時の支援員の食事代な

どの費用について、一定金額を負担している。 

 

 
38 施設の職員による外出支援に同行した。 
39 温浴施設における入浴には同行しなかった。 
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し、通所利用者・入所利用者とも集まれる人が集まっている。 
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支援員が車の準備ができたと声を掛けると、利用者たちは自分で１階玄

関に降りて園の車に乗り込む。このとき渡辺氏の声掛けを受けて、利用者は

シートベルトを着用する。センター職員の１人がシートベルトの位置に戸

惑っていると、利用者Ａが「ここだよ」とシートベルトの位置を伝えてきた。 

外出の際には、様々な条件を考慮する必要があり、行ける範囲も限られ、

その中で支援員が候補となる店を探してきた。今回の温浴施設39及び飲食店

でも、利用者が他の店舗を利用した実績を踏まえて決まっていった。外出は、

基本的に月１回行っているが、支援員の勤務時間のどこに外出の時間を入

れるかなど、スタッフ同士で協力して調整している。これらの取組について

渡辺氏は、外出し一緒に入浴や食事を取ることで、利用者との関係が深まる

などのメリットを挙げる。このとき施設側では、外出時の支援員の食事代な

どの費用について、一定金額を負担している。 

 

 
38 施設の職員による外出支援に同行した。 
39 温浴施設における入浴には同行しなかった。 
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（（イイ））  飲飲食食店店  

センター職員も利用者・支援員と同じテーブルに着く40。利用者と渡辺氏

は温浴施設での入浴後に飲食店を訪れ、合流した。注文の品が届くまで、渡

辺氏はセンター職員に対して温浴施設に水風呂やサウナがあったことを説

明しながら、利用者たちとは次回の入浴計画を話題にしていた。 

渡辺氏が利用者にメニューを示し、「何がいいですか？Ａさんは刺身がい

いと言っていたよね、あるじゃない。Ｂさんはうなぎが食べたかったんだよ

ね」などと声を掛けながら、メニュー選びを進める。利用者Ａは「刺身定食」

を指さしたが、おかずの多いメニューだったため、渡辺氏が「この前はお腹

がいっぱいになったよね」と声を掛けると、利用者Ａは「刺身とご飯セット」

を選ぶ。一方で、利用者Ｂは前から希望していた「うな重」を選んだ。 

続けて、渡辺氏は「飲み物はどうする？」と確認すると、利用者Ａは焼酎

の一つを選び、渡辺氏から「何かで割る？」との確認には、「氷」と答える。

一方で、利用者Ｂは日本酒を選んだ。店員から「冷ですか」と聞かれると、

渡辺氏が「冷たいの？」と利用者Ｂに確認し、利用者Ｂは「冷たいの」と答

える。 

頼んだ食事が出てくると、利用者Ａは、刺身を醤油につけながら、茶わんを

持ってごはんやお吸い物を食す。利用者Ｂは、うな重を前に笑顔を見せ、一度

すべての蓋（うな重、吸い物、茶わん蒸し）を取り、食す。最初は食べ難そう

な様子だったため、渡辺氏が「スプーンは必要？」と聞くと、利用者Ｂは首を

横に振る。 

２人は、まず食事を取り、その後、飲酒するスタイルである。利用者Ａは

センター職員に「家はどこ？」「猫は好き？」「イチゴは好き？」など繰り返

し質問をする。センター職員の答えが利用者Ａ自身と同じだと、「同じ」と

言って握手を求めてきた。また、「新聞、何取ってるの？」との質問では、

センター職員が答えた上で問い返すと、利用者Ａは自身が読んでいる新聞

の名称を答えるなどのやり取りがあった。 

また、利用者Ａが２杯目を飲み終える頃に、渡辺氏が「酔っぱらったの？」

と様子を伺う。利用者Ａは右手をこめかみの辺りで回す仕草を見せ「頭、回っ

ている」と答える。それでも、２杯目を飲み終わった後に利用者Ａは、渡辺氏

に「もう１杯飲んでよい？」と確認し、渡辺氏が「ボタンで（店員を）呼んで、

自分で頼んで」と応じると、利用者Ａは自ら注文ボタンを押し、メニューを指

してサワーを注文した。渡辺氏は、利用者Ａのできる範囲で注文を任せてい

た。 

他方で、利用者Ｂは飲酒を１杯で終えた。利用者Ｂがお銚子をお重の上に

乗せると、渡辺氏は「Ｂさんはもういいの？」と様子を伺う。すると、すぐに

利用者Ｂは「もういい。明日も仕事だ。起きられなくなる」と応答する。また、

 
40 センター職員が同じテーブルに着くことは、事前に了承されていた。なお、支援員及びセンタ

ー職員はアルコールを取っていない。 
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飲食中には園での仕事に話題が及んだ。利用者Ｂが「シール貼りは飽きる」と

して草取りを希望するが、利用者Ｂに屋外での仕事が難しい事情があること

から、渡辺氏は「他の仕事もあるか聞いてみる」と応える。他にも、食事をし

ながら利用者Ｂは「帰ったら家に、元気か電話したい」と要望を伝えると、渡

辺氏は「いいよ。（電話したいと）言ってください」と了解していた。 

（（４４））  社社会会福福祉祉法法人人清清心心会会（（埼埼玉玉県県秩秩父父市市））  

アア  施施設設概概要要（（ささややかか・・ぽぽててととハハウウスス））  

清心会では、重度知的障害者が生活する入所施設「さやか」と地域移行型ホ

ーム「ぽてとハウス」の２施設（法人本部に隣接）を見学した。 

（（アア））  入入所所施施設設「「ささややかか」」 

1983 年に建築した建物であり、その後大規模改修を行った。以前は細か

く部屋を仕切っていたが、仕切りを外して１階は開放的な食堂スペースと

した。床に座る利用者もいることから、一部は床暖房のスペースを作ってい

る。食事の際には、以前は一人ずつ職員が配膳していたが、今はセミセルフ

方式で３種類からメニューを選び、利用者自身で配膳している。約半数の利

用者はこの方式で食べており、残りの利用者は職員の介助で食事を取って

いる。施設では常時カレー、ご飯、麺類などを用意している。 

日中の活動としては、月１回、作業療法士が来所して嚥下等の支援を行っ

ている。また機能訓練を行うだけでなく、絵を描く、周囲のウォーキング、

ドライブに出掛けるなどの時間がある。日常の外出では、職員５人で６～８

人程度の利用者に対応している。看取りの場面もあり、現在は相談室に施設

内で亡くなった９人の利用者の位牌を安置している。高齢になると家族・親

族と疎遠で、遺骨を受け取ってもらえないこともあり、街の中に施設の墓を

作り、利用者が作業の一環として清掃を担っている。 

（（イイ））  地地域域移移行行型型ホホーームム「「ぽぽててととハハウウスス」」  

「ぽてとハウス」は入所期間を２年間に限った地域移行型グループホー

ムであり、宿直室を挟んで左右に１ユニットずつある造りになっている。グ

ループホームでは、利用者は下膳や食器洗い、洗濯物干しなど、入所施設で

はあまり行っていなかったことにもチャレンジしている。この活動によっ

て、利用者の片付けなど生活の意識は変わった。この地域移行型ホームを経

験した利用者の中には、もう元の施設に戻りたくないと話す者もいる。また、

法人の「皆で支える」の指針により、管理職も含めて夜間業務を行っている。 

イイ  ヒヒアアリリンンググ  

（（アア））  法法人人のの理理念念とと地地域域移移行行  

清心会では、アートなどのコンテンツを作り、地域の人たちとの社会的・

心理的距離を近くすることが良いのではないかと考えている。基本的には、

いろいろな施設を見て、良いと思った取組を取り入れる方針がある。 
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飲食中には園での仕事に話題が及んだ。利用者Ｂが「シール貼りは飽きる」と

して草取りを希望するが、利用者Ｂに屋外での仕事が難しい事情があること

から、渡辺氏は「他の仕事もあるか聞いてみる」と応える。他にも、食事をし

ながら利用者Ｂは「帰ったら家に、元気か電話したい」と要望を伝えると、渡

辺氏は「いいよ。（電話したいと）言ってください」と了解していた。 

（（４４））  社社会会福福祉祉法法人人清清心心会会（（埼埼玉玉県県秩秩父父市市））  

アア  施施設設概概要要（（ささややかか・・ぽぽててととハハウウスス））  

清心会では、重度知的障害者が生活する入所施設「さやか」と地域移行型ホ

ーム「ぽてとハウス」の２施設（法人本部に隣接）を見学した。 

（（アア））  入入所所施施設設「「ささややかか」」 

1983 年に建築した建物であり、その後大規模改修を行った。以前は細か

く部屋を仕切っていたが、仕切りを外して１階は開放的な食堂スペースと

した。床に座る利用者もいることから、一部は床暖房のスペースを作ってい

る。食事の際には、以前は一人ずつ職員が配膳していたが、今はセミセルフ

方式で３種類からメニューを選び、利用者自身で配膳している。約半数の利

用者はこの方式で食べており、残りの利用者は職員の介助で食事を取って

いる。施設では常時カレー、ご飯、麺類などを用意している。 

日中の活動としては、月１回、作業療法士が来所して嚥下等の支援を行っ

ている。また機能訓練を行うだけでなく、絵を描く、周囲のウォーキング、

ドライブに出掛けるなどの時間がある。日常の外出では、職員５人で６～８

人程度の利用者に対応している。看取りの場面もあり、現在は相談室に施設

内で亡くなった９人の利用者の位牌を安置している。高齢になると家族・親

族と疎遠で、遺骨を受け取ってもらえないこともあり、街の中に施設の墓を

作り、利用者が作業の一環として清掃を担っている。 

（（イイ））  地地域域移移行行型型ホホーームム「「ぽぽててととハハウウスス」」  

「ぽてとハウス」は入所期間を２年間に限った地域移行型グループホー

ムであり、宿直室を挟んで左右に１ユニットずつある造りになっている。グ

ループホームでは、利用者は下膳や食器洗い、洗濯物干しなど、入所施設で

はあまり行っていなかったことにもチャレンジしている。この活動によっ

て、利用者の片付けなど生活の意識は変わった。この地域移行型ホームを経

験した利用者の中には、もう元の施設に戻りたくないと話す者もいる。また、

法人の「皆で支える」の指針により、管理職も含めて夜間業務を行っている。 

イイ  ヒヒアアリリンンググ  

（（アア））  法法人人のの理理念念とと地地域域移移行行  

清心会では、アートなどのコンテンツを作り、地域の人たちとの社会的・

心理的距離を近くすることが良いのではないかと考えている。基本的には、

いろいろな施設を見て、良いと思った取組を取り入れる方針がある。 
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施設入所者の数を減らす際に、グループホームが受け皿になった。一時は

入所を無くすことも考えたが、下限の 30人にとどめた。地域に出たいか利

用者の意向確認を行う施設もあるが、（清心会では、原則として）全員が地

域に出る。その上で、施設に通所すればよい。もし失敗したら施設に戻って

くればよいとの指針がある。 

基本的には、入所施設からグループホームへ移行し、さらにアパートを借

りての一人暮らし、実家暮らし、結婚して一緒に暮らすなど居住の幅がある。

これまでに 100 人程度がグループホームに移った。この移行では、法人の

中に入所施設、グループホーム、通所事業所、居宅介護などあらゆるサービ

スがあるため、地域移行による入所施設の利用者減少の経営リスクは少な

かった。それもあり、入所施設としては、重度や強度行動障害の人たちが、

刺激がないところで生活リズムを整えることを目指している。地域生活移

行を急いで目指すのでなく、２年間に限定して地域移行型グループホーム

で地域生活の準備をした上で、その後に地域で暮らす。相性がよいヘルパー

が担当するなどの配慮をして、行動援護、移動支援を行う点では、入所もグ

ループホームも同じである。ただ、グループホームの方がサービスは利用し

やすい。 

（（イイ））  意意思思実実現現  

清心会では、意思確認にとどまらず、意思実現をしていきたいと考えてい

る。利用者が「どこへ行きたいか」を伝えても、入所施設では「また今度」

と受け流してしまうことが多く、３～４か月に一度、４～５人で出掛けるく

らいが限度である。一方、グループホームでは、大半の利用者がヘルパーの

支援で月２～３回は買い物、映画、温泉などに出掛ける。お金とヘルパーの

手配が課題であるが、職員や理事長も土日にヘルパーとして支援を行うこ

とがある。 

清心会では、基本的に、外出できる人であればグループホームへ移行でき

ると考えている。また、入所者には、契約の時点で成年後見人を付けてもら

っている。利用者も、「会いに来た」など自分のために会いに来てくれるこ

とが嬉しい様子である。施設としては、成年後見人と月１回連絡を取ってい

る。また、社会福祉協議会の成年後見人も頻繁に訪問してくれる。 

成年後見人は、家族の場合もあれば、育成会や社会福祉協議会からの紹介、
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しかし、このように後見人を求めることは、利用者の家族にとってハードル

でもあることから、成年後見人が必要と聞いて入所に至らないことがある。 
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職員の数は、利用者と職員の比率が 1.5:１の割合であり、日中業務とし
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よって職場の働きやすさは決まると考えている。 

また、現在、処遇の改善を進めている。例えば、希望する職員は手当が付

く夜間勤務を増やすことができ、また、希望者の少ない年末年始の勤務など

にも手当を支給することとしている。一方、若い人のキャリア志向は減って

おり、結婚している職員では、夫婦で 0.5 人分ずつ稼げればよいと考える

人もいる。ただ、施設で月に 130～140人の夜間勤務職員が必要であること

から、毎月一人当たり３～４回は担当する必要がある。法人としては、子供

がまだ小さい職員もいることから、夜間勤務を積極的に担当する職員がい

ると施設運営として助かる。 

このように、清心会では職員の個性を生かすことを意識している。また、

職員同士の人間関係の改善、職員の福利厚生を整えることで、支援の質が上

がると考えている。給与面については、地域内でみれば他の企業に匹敵する

処遇である。なお、近年では、在職期間が３年未満の退職者はいない。 

（（エエ））  人人材材育育成成  

月例研修会として、毎月１回 60～120 分程度の勉強の場を設けている。

嘱託医には看取りについて、看護師には衛生や薬について聞くなど、今困っ

ていることについて話を聞く機会としている。時折、外部の福祉関係者を呼

ぶこともあるが、講師は主に身近な人や自前で対応している。 

（（オオ））  情情報報共共有有  

職員の情報共有にスマホアプリを使っている。１か月前の報告を紙で提

出するよりも、このアプリを使う方がより早く情報共有ができる。報告内容

は、毎日４～５行程度の分量が多く、記録には写真や絵文字、ハートマーク

なども使うことができる。場合によっては、１行の文と１枚の笑顔の写真の

方が伝わることもある。 

管理職は、どの利用者の記録も見ることができる。支援員は個人のアカウ

ントであるが、担当している利用者の記録しか見られない。職員は守秘義務

を負っており、個人情報保護上の問題はない。また、家族も利用者の記録を

見ることができる。記録の中には、利用者に対して礼儀を欠いた表現がされ

てしまうことなどが 100 件のうち２～３件程度あるが、その場合は管理職

が都度注意し、改善に努めている。ただ、情報漏洩などへの懸念についての

対応は今後の課題である。 

 入所施設等にも Wi-Fi を設置しており、情報共有はしやすい。バイタル

などをその場で測り、共有する事ができる。それだけで支援職員としては時

間にゆとりができ、法人としても施設ごとの状況把握に役立っている。仮に、

一人当たり月に 1,000円の利用料が必要だとしても、利用者の生活と活動、

利用者の間接支援を考えると、スマホアプリの利用は有益であると考えて

いる。 
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（（カカ））  地地域域ととのの関関わわりり  

施設の運営に関して、外部からボランティアが入っている。イベントでは、

更にライオンズクラブからのボランティア、子供のボランティア、民生委員、

更生保護委員や保護司なども加わっている。また、施設でのバザーの案内を

掲示すると、地域の方々も多く参加する。 

清心会が所在する秩父地域には、有名な「秩父夜祭」など多くの祭りがあ

る。これらの祭りに利用者も参加している。昔はお祭りの好きな利用者が 20

～30 人で山車を引いたこともあったが、現在では高齢化で歩けない利用者

も多いので、そこまでの参加はできていない。それでも、秩父夜祭の本祭が

ある 12月３日は、祭りへの参加も考えて、休日体制としている。 

地域の受入状況は、良好である。以前はグループホームを作る際は近所の

同意を取るよう県から求められ、説明会を開催し、建物を塀で囲うなどの対

応を行っていた。ただ、そうした場合であっても、２～３人たどれば知り合

いに行きつく地域ということもあり、職員や知り合いを介してグループホ

ームについて説明することができ、施設の隣の方がホームの世話人になっ

てくれたりした。 

また、昨年からは行政等と虐待防止などの案件について、秩父地域自立支

援協議会などで共有しており、虐待の可能性がある案件が生じれば、ケース

によって市職員も参加する。法人で相談支援事業も実施しているので、行政

とのやり取りは多い。 

（（キキ））  看看取取りり  

利用者の高齢化が進んでおり、60 歳以上の利用者に対して、自身が亡く

なった後はどうしたいのか、元気なうちに意向調査を行った。この取組のき

っかけは、施設で最期を迎えた利用者がいたことである。看取りに訪問看護

を入れていたが、下手に医療を施すのでなく、上手に「枯れて」いく方が本

人にとって楽なこともある。このとき、後見人や普段接している職員がどう

見ているかを話し合い、施設での看取りを決めた。 

これを機に、嘱託医からも看取りについて法人として考えようと話があ

り、懇意にしている他の法人などから話を聞いたりした。看取りの後で、施

設内で「しのぶ会」を開いたが、支援員のチームワークの改善にもつながっ

たと認識している。 

２２  調調査査結結果果をを踏踏ままええたた考考察察  

 ここでは、障害者支援施設・法人を対象とした調査から得られた知見を整理し、

施設での暮らしと施設外での取組の視点から考察を試みる。 

【支援記録による支援の質の向上】 

まず、外出支援により、障害者支援施設での利用者の生活が落ち着き、支援員

も支援がうまくなる。例えば、津久井やまゆり園では、外出支援の記録をアセス

メントシートに記載しているが、これには個々の記録を日々の支援に役立てる狙
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いがある。実際に、サービスを利用する施設入所者には、個別ニーズである「違

うところにも行きたい」「また行きたい」など、外出に関する意思表出が増える外

出の効果が見られるようになった。ただ、この取組は外出支援のサービスを利用

した個別支援の場合である。そのため、施設職員が施設外に複数の利用者を連れ

出す場合とでは、利用者の意思表出について記録内容が分かれることがある。 
このような外出を含む余暇活動において利用者が自分自身で決める経験は、利

用者が自らの希望などの意思を示し、それに応答する支援の在り方を支援員が模

索することから、日々の生活での意思表出につながる。このときの模索を含め、

「結果と状況」について記録し、情報を抽出する。この作業を、津久井やまゆり

園ではアセスメントシートに載せ共有することで、次の支援計画を立てる工程を

構築していた。なお、この過程で津久井やまゆり園では、利用者と支援員だけの

意思決定支援でなく、施設側や地域の人々、関係諸機関、家族の参加を促すこと

も意図している。これらの取組は、利用者にとって施設職員ができること以上の

体験に触れる可能性を拓くことになる。 

 【社会資源を使う法人の指針】 

社会資源の活用によって、利用者の意思表出は明確になる。あだちの里は、法

人として「社会資源を使おう」という指針を示している。自治体の制度運用によ

るサービス利用の制限（施設入所者の外出支援は、障害福祉サービスの対象とな

らない等）があるため、外出支援に対して公的サービスは適用されないケースも

あるが、この指針には、社会資源を使う（地域内の店舗等を利用する）ことは、

「我々の普通」（健常者が日常で行っていること）との認識がある。例えば、施設

を訪れた小売業者から洋服を購入した利用者が着替えた姿を施設の支援員に見せ

に行く、利用者が企画したパンの販売を施設側と調整して実現するなど、施設外

の社会資源を施設内に取り入れ、意思決定支援を行うことがある。なお、この取

組は「利用者と施設」「利用者と地域」「施設と地域」とで、継続的にやり取りを

続けてきた成果でもある。他にも、施設側では利用者に年 12回の外出支援の機会

を用意している。このように、施設側は利用者の「好き」を基に企画を用意する

など、意思表出の機会を作ってきた。 

【外出経験による課題行動の緩和】 

外出経験は、利用者の課題行動の緩和・解消を促すことがある。例えば、カビ

ーナ貴志園では、飲酒に課題のある利用者２人の外出経験への同行観察を行った。

施設側としては、支援員が「飲酒の機会を設ける外出支援」を約束することで、

利用者に対して日々の生活での飲酒制限の約束を取っていた。この約束に対して

施設内で問題視する意見もあったが、実際に日常生活の中で過度に飲酒してしま

うなどの飲酒に関する課題行動は減った。就労と余暇のメリハリのある日常生活

と、月１回の飲酒を伴う食事の機会の創出によって、利用者の１人は翌日も仕事

があることを意識し酒量を抑えた様子がうかがえた。このように、意図した飲酒

を伴う外出の機会を作り出すことで、利用者が自制心をもって飲酒する目標を達

成していた。 
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【生活のリズムと周囲からの刺激の調和】 

清心会は、外出が可能な利用者の地域生活移行を進めることを基本とし、地域

移行を利用者が希望するときには、法人の敷地内にある地域移行型グループホー

ムの経由により準備することを促している。しかし、周囲からの刺激が強いとき、

利用者の負荷が高まることはありうる。それに対して清心会は、障害者支援施設

を「刺激が相対的に弱く、生活のリズムを整える場所」と位置付け、地域移行が

うまくいかなければ戻ってくることができる場所と位置付ける。この二つの施設

があることで、清心会は法人として、利用者にとっての「生活のリズムと周囲か

らの刺激」の調和の模索を可能にしていた。 

 【行動の捉え方】 

本調査研究で訪れた障害者支援施設・法人に共通する点として、施設外との関

係を活用しながら、利用者の意思決定支援に取り組んでいたことが挙げられる。

例えば、今回の同行観察で外出に同行した利用者は、書店での本を選び購入する
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第第８８章章  意意思思決決定定支支援援のの全全県県展展開開にに向向けけてて（（課課題題とと方方向向性性））  

これまで、第２章から第５章まで本県における意思決定支援の取組の効果検証を

行い、第６章及び第７章では今後の全県展開に向け、現場における支援員の意見を

集約し、外出支援に関するヒアリング及び同行観察を行った。効果検証については

26頁で総括を示したが、ここでは意思決定支援の全県展開に向けた方向性について、

いくつかの課題と方策を示す。 

１１  第第６６章章及及びび第第７７章章のの総総括括 
まず、現状として意思決定支援の全県展開に当たり、施設利用者の重症化・高齢

化に伴う業務量の増加などもあり、さらなる人手の確保及び人材育成が必要になる。 

その上で、前章までの知見を踏まえると、意思決定支援の全県展開に向けた最も

重要な課題は、施設職員以外の第三者の存在（外出支援における外部のヘルパーな

ど）を組み入れた支援である。さらに、意思決定支援の推進のために、様々な場面

で利用者と支援者たちの関係性を円滑にするツールの活用や関係諸機関との連携

が有効と考える。以下では、これらのツールの活用や関係諸機関との連携について

整理及び考察を行う。 

第一に、情報システムを活用した直接支援以外の業務負担軽減がある。例えば、

「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～に基

づく基本計画 2024年度～2029年度」では、「障害者のＩＣＴ活用機会の拡大」等が

位置付けられている。この取組は、利用者のＩＣＴ機器の利活用に焦点を当てたも

のであるが、支援員にとってもタブレット等のＩＣＴ機器等を利用した支援の可能

性を見出すことができる。 

それでも、ＩＣＴ機器等の利用を得意としない利用者はいる。また、施設として

購入及び維持に係る費用、支援員の習熟、施設内利用に関する運用ルールの整備な

どの課題がある。なお、場面ごとに利用のニーズは変わることから、ＩＣＴ機器等

に限らず「ユニバーサルデザイン」による施設独自のメニュー表等の製作物なども、

コミュニケーションツールとして位置付けておく必要がある。 

これらの取組は、利用者と支援員の関係性を円滑にするだけでなく、タブレット

にしろ、製作物にしろ、利用者が第三者との関係を形成するためのツールを獲得す

る機会を作ることになる。 

業務負担軽減のための取組を継続的なものにするためには、法人が意思決定支援

の指針を示すことが効果的だと考える。なぜなら、法人として意思決定支援の指針

を示すことで、支援員たち現場の施設職員が入れ替わっても、コミュニケーション

ツールを使い意思決定支援に取り組む姿勢を法人内で共有することになるからで

ある。また、利用者と地域社会だけでなく、法人が利用者と施設、施設と地域社会

の関係構築を促すことで、支援員の業務負担軽減にとどまらず、地域社会に理解者

や協力者を増やし、利用者への理解や関わり方など、地域社会の認識変容の契機に

もなる。ただし、これまで第三者との関係形成について、利用者が職員以外の人と

関わる機会は十分でなかったことから、意思決定支援の導入及び課題解決には時間

を要する。 
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第二に、個々の利用者の特性や希望、家族や他の諸機関など第三者の視点を踏ま

えた個別支援計画の作成と実施がある。このときの支援記録は、様々なステークホ

ルダーが参加する支援計画の会議において、利用者が会議参加者や職員以外の人た

ちと自らの経験を共有する媒介物（メディア）にもなりうるため、関係諸機関との

連携に資する。 

例えば、利用者の外出先には衣料品や菓子などの小売店、なじみの理容室、病院

などの連携機関がある。このような外部の施設等の利用においては、利用者たちの

特徴として、買い物や就労、医療機関への通院・治療行為に、他の人々よりも時間

がかかることがある。しかし、これらの経験を通じて、利用者・支援者・地域の人

たちのやり取りが積み重なることで、地域の人たちの存在が利用者の暮らしにとっ

て社会資源になりうる。そして、外出の支援記録及び記録を基にした支援計画の作

成には、段階的に施設内だけでなく施設外の社会関係が書き込まれることになる。 

しかし現状として、障害者支援施設での外出支援には少なくない費用負担が必要

になる。そのため、費用負担が難しい利用者には施設職員が様々な調整を行い、外

出機会を作り出している。この現状に対して、障害者支援施設の利用者が施設外の

社会関係を獲得するためには、障害者支援施設の外出支援（移動支援）に関する福

祉サービス利用について、現状よりも制度の適用範囲の拡大が有効となる可能性を

指摘しておく。 

２２  全全体体のの総総括括 
ここまで、外出支援を含め、障害者支援施設における意思決定支援に関する課題

と可能性について述べてきた。障害者支援施設利用者に対する意思決定支援の取組

では、利用者を「主体的存在」と捉え、コミュニケーションツールなどを利活用し

ながら生活の幅を広げることになる。この取組を記録し共有することは、障害支援

区分による支援だけでなく、個々の利用者の特徴や希望に応じた支援計画作成に寄

与する。 

一方で、利用者の個別性を踏まえながらケアや支援に当たる支援員にとって、事

前に利用者の意思が汲み取れるとは限らない。そのため、支援員が自らの利用者へ

の理解が不十分ではないか、自らの支援が利用者にとってどのような意味があるか

などの思いを抱くことはありうる。だからこそ、利用者の意思を確認することが重

要となる。障害者支援施設での意思決定支援において、利用者の暮らしの支援とし

て重要なことは、生活のリズム41を整え、利用者が自らの意思を反映させた生活を

営むことである。生活のリズムを整えることは、利用者の生活習慣を整えるととも

に、施設内に限らず外出などの社会体験に取り組むことを含めた生活環境を整える

ことでもある。 

本調査研究を踏まえると、利用者の意思を確認しながら生活のリズムを整えるケ

ア・支援の継続には、次の条件が必要となる。一つは、利用者の人間関係を施設内

にとどめず、施設外の関係機関や地域住民とのネットワーク化を進めることである。

 
41 ベンクト・ニィリエの「ノーマライゼーションの８つの原理」を基に障害者支援施設の意思決

定支援を位置付けている。 
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もう一つは、順次、小さい目標から利用者の意思決定支援に取り組める環境を構築

することである42。これらの条件を整備し、基礎的なケア・支援を行うとき、現時点

で地域移行を積極的には望まず、障害者支援施設での暮らしを望む利用者でも、日

中に施設外での活動を可能にするなど、利用者にとって自らの意思が反映された生

活の場になりうる。 

また、この取組の実現のためには、施設職員は利用者の外出支援に当たって施設

外との連携について創意工夫を試みる必要がある。このとき、支援員の継続的な取

組の後押しとなる休暇取得など勤務環境の整備や処遇改善は、個々の施設による対

応だけでなく社会全体の支援としても求められる。 

以上の支援プロセスを経ることで、障害者支援施設利用者への意思決定支援は、

施設外の取組を取り入れた支援となる。本調査研究を通して様々な課題を示したが、

それでも意思決定支援は障害者支援施設で暮らす利用者にとって重要な取組であ

ると考える。  

 
42 例えば、カビーナ貴志園では、施設内に慎重な意見もあった飲酒の機会を伴う外出支援につい

て、「本人の希望に沿ってやってみよう」「やってみた結果をみて再度考えてみよう」と試行錯誤

しながら取組を進めていた。 
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本本調調査査研研究究ににおおけけるるヒヒアアリリンンググ、、同同行行観観察察及及びび会会議議同同席席先先 
当センターが実施したヒアリング等の調査先は次のとおり（実施日は 2024年）。 

調査先及び形式 主な調査項目 実施日 

①社会福祉法人 

あだちの里 

【ヒアリング】 

 

○ 施設の状況について 

○ 施設における意思決定支援の方法と工夫につ

いて 

○ 地域との関わりについて 

○ 施設職員の働き方について 

７月 24日 

②社会福祉法人 

清心会 

【ヒアリング】 

○ 施設の状況について 

○ 施設における意思決定支援の方法と工夫につ

いて 

○ 地域との関わりについて 

○ 双方向の支援について 

８月８日 

③社会福祉法人 

かながわ共同会  

津久井やまゆり園 

【同行観察】 

○ 利用者の中古書店、洋菓子店及び公園への外出

に職員が同行 

○ 併せて、支援する職員の変化、利用者の普段の

様子や外出による変化等についてヒアリングを

実施 

７月 29日 

④社会福祉法人 

唐池学園 

貴志園 

カビーナ貴志園 

【同行観察】 

○ 利用者の温浴施設及び飲食店への外出に職員

が同行 

○ 併せて、支援する職員の変化、利用者の普段の

様子や外出による変化等についてヒアリングを

実施 

７月 31日 

⑤社会福祉法人 

川崎市社会福祉

事業団 

川崎市柿生学園 

【会議同席】 

○ 利用者２名について、意思決定支援に係る個

別支援や組織体制について補足的支援を行うフ

ォローアップ会議に職員が同席 

８月 22日 

⑥関東学院大学 

社会学部 

現代社会学科 

教授 

麦倉 泰子氏 

【ヒアリング】 

 

○ 本県におけるこれまでの意思決定支援の取組

について 

○ 意思決定支援による変化の方向性と英国の取

組を踏まえた評価について 

○ 地域生活移行と施設の位置付けについて 

○ 施設外の地域と関わりを持つことへの支援に

ついて 

９月 26日 

 

� かながわ政策研究ジャーナル No.18�2025.3　53




